
( 4)竹島漁労と 1970年代の竹島問題

藤井賢二

はじめ に  

戦後日韓両国間の竹島問題をめぐ る対立について、 筆者（ 藤井 以下同じ ） は ― ― 1977～78

年を一つの画期と と ら えてきた。 1977 年２ 月５日の参議院本会議で福田赳夫首相が、 当時世

界で設定が進みつつあっ た領海 12 海里・ 200 海里漁業水域についての日本政府の対応を問わ

れて、竹島は「 わが国の固有の領土であり ますので、 その固有の領土であると いう 前提に立っ

て 12海里と いう こ と が設定さ れる 」 と 答弁し 、 韓国はこ れに反発した 1。 翌 1978年５ 月に韓

国政府は領海 12 海里を暫定実施して竹島近海の日本漁船を排除したため、 島根・ 鳥取両県の

漁業者の要請を受けた日本政府は日本漁船の安全操業の確保を韓国に求めたが、現在も日本漁

船の竹島近海での操業は実現していない。

こ のよ う な韓国による竹島不法占拠強化によっ て 1977～78年に竹島問題は新たな段階に入

っ た。 本稿は、 こ こ に至る経緯を竹島周辺海域での漁労の問題を中心に考えるものである。

１．韓国の 竹島不法占拠と竹島漁労  

1951 年 9月 8 日に調印さ れたサン フ ラ ンシスコ平和条約では、 日本領と しての竹島の地位

に変化はなかっ た。韓国政府は国際条約に従っ て自国民の竹島への出漁を禁止すべきであっ た

が、そ う はしなかっ た。それどこ ろか、1952年 1月 18日の李承晩ラ イ ン宣言（ 正式名称は「 隣

接海洋に対する主権に関する宣言」） で主権行使を宣言し た広大な水域に竹島を含ませ、 1953

年 7 月 12 日の竹島での韓国人による日本の巡視船への銃撃と いう 危険な行為を正当化し 、

1954年夏には公務員の竹島駐留をはじ めたのである。

占領下の日本では 1946 年１ 月 29 日付連合国軍総司令部指令「 若干の外廓地域を政治上日

本から 分離するこ と に関する覚書」 (SCAPI N-677)によっ て竹島への日本政府の権力行使が停

止さ れた。 また、 1945年９月 27日に定めら れた、いわゆるマ ッ カ ーサーラ イ ンによる操業許

可区域は 1946 年６ 月 22 日付連合国軍総司令部指令「 日本の漁業及び捕鯨業許可区域に関す

る覚書」 (SCAPI N-1033)で拡張さ れたが、 同時に、 日本船舶と 乗員の竹島周辺 12 海里以内へ

の接近および竹島への接触が禁止さ れた。1949年９ 月 19日付の同名の指令(SCAPI N-2046)で

接近禁止範囲は 12海里から 3海里に縮小した。 こ う し て、 戦前から 竹島での漁猟を許可さ れ

てきた隠岐の漁業者は竹島での操業が禁止さ れるこ と になっ た 2。
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‐『 領土ナショ ナリ ズムの誕生 「 独島／竹島問題」 の政治学』（ ミ ネルヴァ 書房 年 月 2006 11  
京都） では、 年の福田発言は「 日本の一二海里領海と 二〇〇海里漁業水域宣布の際」 に行われ1977
た、 また「 日本は一九七七年一月一日から一二海里領海法と 二〇〇海里漁業水域に関する暫定措置法を

施行した」 と ある （ 頁）。 し かし 、「 領海及び接続水域に関する法律」（ 法律第 号） と 「 漁業水域130 30
に関する暫定措置法」（ 法律第 号） は同年５ 月２日に公布さ れ７ 月１ 日に施行さ れた。 ～ 年31 1977 78
の日韓の対立については、 拙著『 竹島問題の起原 戦後日韓海洋紛争史 』（ ミ ネルヴァ 書房 年― ―  2018
４ 月 京都） 第 章・ 終章で論じた。 11
2 年 月１日付「 臨時漁船取締規則」（ 農林省令第 号） でマッ カ ーサーラ イ ン外での漁船の運航が1945 10 5
禁止された。 操業許可区域拡張にと もなう 年 月 日付の「 臨時漁船取締規則」 一部改正（ 農林1946 6 29
省令第 号） で、 竹島周辺 海里以内での漁船の運航と 竹島上陸は禁止さ れた。 年 月 日付38 12 1949 8 15
「 漁船の操業区域の制限に関する政令」（ 政令第 号） でも竹島周辺 海里以内での漁船の運航と 操306 12
業そして竹島への上陸は禁止さ れた。同年９ 月 日付の「 漁船の操業区域の制限に関する政令の一部を21
改正する政令」（ 政令第 号） で禁止範囲は 海里から ３ 海里に縮小した。339 12  
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竹島が在日米軍の爆撃訓練区域にされたこともあって日本人が出漁できない間に、 朝鮮（ 韓

国） 人が勝手に竹島（ 韓国名「 独島」） で漁労していた。それに関連する記事等をまとめたのが

次表である。

（ 〇は不明字、 他の引用資料も同じ－筆者－）

報道等の名称 報道等の概要

(1)「 倭族日本の見当外れの

言動 鬱陵島近海の小島を自

分の島だと漁区として所有」

（ 1947 年 6 月 20 日付『 大

邱時報』 大邱）

「 独島」 を「 海狗、猟虎、鮑貝、甘藿（ ワカメ ―筆者補註―） 等の産地」

と述べ、「 最近では島根県
マ マ

境港の日人某が自分の漁区として所有してい

る模様で、 今年四月に欝陵島漁船一隻が独島近海に出漁するとこの漁

船を見て機銃掃射を敢行したという 」 とある3。

(2)「 欝陵島に無人島発見 我

が所有が明確！」（ 1947 年6

月 20 日付『 嶺南日報』 大

邱）

「 この独島の主産物としては、 海狗、 鮑貝などが多量に生産されてお

り 、 最近では倭
マ

奴
マ

たちが公々然と漁業権を主張していて非常に島民の

怨嗟の的になっているという 」 とある。

(3)「 独島は海產物の宝庫、し

かし 人に住めない所」 (1947

年８ 月 23 日付『 婦女日報』

(婦女日報社 大邱）

1947 年８ 月 20 日に「 独島」 に上陸した「 独島探査隊」 によれば、 竹

島は「 無人島で人畜の生存はまったく 不可能だが海産物は豊富に○○

し、 アシカなどの海獣が繁殖しているが問題の倭人
マ マ

の来往はまったく

ないという 」。

(4)「 鬱陵島紀行（ 三） 浦項

支局 具東錬」（ 1947 年９ 月

23 日付『 水産経済新聞』 ソ

ウル）

「 独島」 で「 採れる和布、天草などの海藻は豊富で、遠く から来て作業

するのに充分な価値がある」 とある4。 ただし、 潜水器漁業は鬱陵島の

天府港や母船の不備で成果を上げていないと報告している。

(5)「 鬱陵、独島でワカメ 無尽

蔵 東海岸寒流で不漁断続」

（ 1948 年３ 月22 日付『 民主

衆報』（ 民主衆報社 釜山）

「 慶北漁連」では「 独島では昆布が無尽蔵であることを発見してその総

力をあげて本格的採取に着手するという 。」

(6)韓奎浩「 惨劇の独島」（『 新

天地』 3-6 ソ ウル新聞社 

1948 年７ 月 ソウル）

1948 年６ 月８ 日の米軍機による竹島爆撃事件による被害者は、ワカメ

を採取していた朝鮮人（ 死者16 名中９ 名が江原道、７ 名が鬱陵島住民。

負傷者３ 名中１ 名が江原道、 ２ 名が鬱陵島住民） であった5。

3この記事の情報源と考えられるのが、 慶尚北道知事が南朝鮮過渡政府民政長官に宛てた、 1947 年6 月

17 日付「 鬱陵島所属独島領有確認の件」 である（ 韓国国家記録院所蔵資料「 独島（ 竹島） に関する調

査の件」（ 管理番号： BA0182403 生産年度： 1951 生産機関： 内務部地方行政局行政課））。 この中に「 近

日には日本境港の某日本人の個人所有になって漁獲を禁止した」、「 今年四月中旬に鬱陵島漁民がこの島

に出漁したが国籍不明の飛行機から機関銃掃射を受けた」 という 記述がある（ 11～12 コマ）。 米軍の爆

撃訓練の一環であった可能性がある「 国籍不明の飛行機」 による「 機関銃掃射」 が、『 大邱時報』 の記

事では「 日本人某」 の仕業となり 、 日本への反感を高めているところに、 日本への対抗意識が感じられ

る。  
4この部分の前に「 この島はマッ カーサーラインから十二米内側で今は我が国の領土になっている無人島

である」 とある。「 十二米内側」 は、 当時日本人が竹島から 12 海里以内に接近することを禁じられてい

たことが誤伝されたものであろう 。また、マッ カーサーラインを日本との国境線とするのも誤り である。  
5『 [島根県]水産商工部 澤富造・ 井川信夫の出張復命書 昭28. 6. 28 付』 に記録された 1950 年６ 月８ 日

建立の「 独島遭難漁民慰霊碑」 の碑文には「 死亡および行方不明十四名重軽傷六名」 の犠牲者が発生し

たとある（ ７ 頁）。 なお、 イ・ テウは「 資料紹介 独島沿海漁船遭難事件」 (嶺南大学校独島研究所編刊



 
 

(7)「確かにいた韓国人 漂流

者に聞く隠岐竹島の真相  日

本語で身の上話も ワカメを

取って生活か」（1951 年 9 月

8 日付『島根新聞』）  

1951 年４月末頃に竹島に接近した「第３伊勢丸」の浜田正太郎船長の

証言では、「海上には出雲船の格好をした手こぎ舟が十五六隻、たくま

しい漁師二人ずつが乗ってワカメをとっていた。」「陸上では三十人位

の男が一面にワカメを乾していた。」 

(8)「独島に対する米国の見

解 ,1952-65」（韓国外交史料

館 所 蔵 資 料  分 類 番

号 :743.11JA 登録番号 :5420 

生産年度:1972 生産機関：東

北亜州課） 

1952 年９月 15 日に韓国人が米軍機の爆撃に遭遇したと述べた韓国山

岳会の報告書には、当時、海女 14 人と船員等計 23 人が鬱陵島の缶詰

工場に所属する漁船でアワビやサザエを獲っていた、今年の春にはワ

カメだけでも２億円以上の収穫があったとある。 

(9)「戦後初めて竹島を訪れ

る  まさしく海の宝庫  県水

試船島根丸  韓国人が採取に

従事」（1953 年５月 30 日付

『山陰新報』  松江） 

1953 年５月 28 日に竹島に上陸した島根県水産試験場試験船「島根丸」

の乗組員は韓国人について、「彼ら三十名は鬱陵島の漁民で主にアワ

ビ、サザエ、ワカメ、天草などを採取しているという。」「韓国人は本格

的な潜水器具を持っていて各種貝類、海草類を採取し、二、三日すれば

各船が一ぱいに積んで鬱陵島に帰るという。」「回遊魚のサバ、サンマ

などもよく獲れるが欝陵島に持って帰っても加工施設がないためあま

り獲らない」と述べた。 

(10)『[島根県]水産商工部 澤

富造・井川信夫の出張復命書 

昭 28.6.28 付』  

1953 年６月 27 日に島根県と海上保安庁が共同の竹島調査を行った。

「我々は（略－筆者－）一行十人で欝陵島からやって来て今日で十八日

目になる。中
ママ

四人は五日間いて素干わかめ六十枚をもって帰島したが、

我々六人は（略－筆者－）シケのため迎えの母船が来ない。」「我々が従

事しているのは例年四月から七月にかけて主としてワカメ、テングサ

の海藻類とアワビ、サザエ、ノリをとるためである。海藻類は素干にし

て鬱陵島に送っている。」と韓国人は語った。 

(11)「日本海の焦点・竹島上

陸記」（1954 年６月３日付

『日本海新聞』  鳥取） 

1954 年５月 30 日に鳥取県水産試験場試験船「だいせん」が竹島で韓

国人の漁労を確認。「傷痍軍人会の援助でワカメ採りに鬱陵島からやっ

てきた6。もう二十日余りになる。発動船一隻と小舟四隻がいる。島に

                                                   
『独島 究』22 2017 年６月)で、犠牲者数について「死亡/失踪者は約 200 人内外、沈没船舶は約 50

隻内外」と推計しているが（413 頁）、その根拠となる当時の資料の提示はない。 
6竹島でのワカメ採取については、鬱陵島在郷軍人会に対して「当時鬱陵警察署長だった具某氏が鬱陵郡

守、漁業協同組合理事と協議して鬱陵島最大の利権事業である独島ワカメ採取権を三年間任せた」。「義

勇警察という名分を立てて武器を貸与したのだ。ワカメを採るついでに警察に協力して独島警備をいっ

しょにしてほしいと依頼した」。「当時在郷軍人会の荒廃が尋常ではなかったため」利権事業を与えてな

だめねばならなかったからだという鬱陵警察署の元警察官の回想がある(2006 年 10 月 30 日付「オーマ

イニュース」www.ohmynews.com/NWS_Web/View/at_pg.aspx?CNTN_CD=A0000367760&CMPT_CD=SEARCH)。1954

年５月にはじまったというこの渡航と、この記事の「傷痍軍人会の援助でワカメ採りに鬱陵島からやっ

てきた」という部分は関連する可能性がある。なお、朴炳柱
パクピョンジュ

「郡勢一班 鬱陵郡」（『1952～1953 年 独島

測量』韓国国会図書館 2008 年）には、1952 年８月 10 日現在として、人口 14,688 人とあるが、これは

1942 年の鬱陵島の朝鮮人人口 13,655 人（池内敏『竹島問題とは何か』(名古屋大学出版会 2012 年 12

月)283 頁）よりも約千人の増である。朝鮮戦争の影響も考えられる。また、「６・25（朝鮮－筆者補註

－）戦争に参戦した中共軍が国連軍に捕虜になった時に、彼らの背嚢の中から鬱陵島産の鯣が発見され

た。国連軍司令部は即刻禁輸措置を下した。これにより鬱陵島鯣の価格が暴落して島民の生計が難しく

なったのだった。そのまま飢え死にすることのできないイカ釣船は独島に行った。独島臨近海域は和布



は男が二十三人、女が二十八人いる。女のう ち済州島から きたのが二十

人ばかり だ。」「 男たちは二間余り の竹の先に鎌をつけて海中のワカ メ

をと っ ているが、 女たちは頭大のヒ ョ ウ タ ン を浮かせアワビ やサザエ

を獲っ ている。」「 ワ カ メ は赤茶けた色で上物ではない。 そんな赤茶け

たワカ メ でも韓国では十貫目が一万円だと いう 。 米は豊富にあっ て五

斗で三,五〇〇円と いう から けっ こ う いい商売になるら しい。」

こ れら を見ると 、朝鮮（ 韓国） 人の竹島での漁労は、1948年には始まっ ていたと 考えら れるワ

カ メ などの海草採取が主でサザエ ・ アワビ などの採貝がそれに加わっ ていっ たこ と 、 1952 年

頃には鬱陵島のアワビ などの缶詰工場が再稼働し ていたら し いこ と 、済州島の海女が竹島での

漁労に参加していた 7こ と がわかる。

慶尚北道作成と 思われる、 1948年６ 月の米軍機による竹島爆撃事件についての「 経緯報告」

8には、「 その周囲と 岩礁には魚族の回遊と アシカ の棲息と ワカ メ の繁殖が豊富なこ と で漁労採

取を目的に夏季には漁船の往来が頻繁」 と ある。 竹島をめぐ る漁労のう ち、 朝鮮（ 韓国） 人が

行っ ていたのは、 もっ ぱら 根付の資源を対象と し た採介藻漁業であっ た。竹島周辺、 と り わけ

竹島・ 欝陵島間水域は「 魚族の回遊」 をもと に、 戦前にはサバ延縄漁の漁場と して、 戦後はイ

カ釣漁船、 そし て旋網（ 巾着網） 漁船の好漁場と し て認識さ れてきた 9。 1950年代の韓国人は

回遊魚を対象と し た動力漁船によるそれら の漁業を竹島周辺で行う こ と は少なかっ たよ う で

ある。 1957年のサバ旋網漁業の主要漁場を示した〔 図１ 〕 もそれを示している。

や海苔その他獲物が多く 、 イ カ よ り も収益が多かっ たためだっ た。」 と いう 洪
ホン

淳
スン

七
チル

の説明（「 全財産と 全

身を捧げて独島を守っ た」（『 新東亜』 東亜日報社 年４月 ～ 頁） があるが、にわかには439(  1996 ) 632 633
信じがたい。 ただし 、朝鮮戦争でスルメ の輸出が激減し 、 年７ 月 日には食糧確保のために国連軍1952 1

が水産物輸出禁止措置を下していたのは事実のよう である（ 金鍾熙
キムジョ ンヒ

他編『 現代韓国水産史』（ 社団法人水

友会 年 月 ソウル） ～ 頁 。 1987 12  771 772 )  
7慶尚北道編刊『 独島住民生活史』（ 年 月） には、「 最近済州海女博物館で開催さ れた 独島出稼2010 10 ‘

‐ ‐ぎ海女と 抗日運動 シンポジウム を通じて 年代に独島でワカ メ（ 採取 筆者補註 ） 作’ ( 2009. 6. 9) 1950
業をしていた済州海女たちが独島義勇守備隊の活動を助けていた事実がわかっ た。 また警察が本格的に

独島警備を担当するよう になっ た 年以後から は ～ 名が独島に入島して２ ～３ か月間生活を営1956 20 40
んだ。済州海女たちの独島における操業は 、 年代まで続いたが、〇〇は独島を生活の領域と して利70 80
用して独島に人間が支えら れる挑戦を準備した」 と ある（ 頁）。し かし「 独島義勇守備隊」 の実相につ13
いては論議が絶えない。また表中 の「 日本海の焦点・ 竹島上陸記」 には、「 警備船のおる時には来な( 11)
いほう がよい、 危ない」 と 日本人に忠告する韓国人や、 日本に連れて行っ てほし いと 懇願する韓国人海

女の姿が記録さ れている。 なお、 こ の記事を書いた日本海新聞記者田賀市郎はラ ジオ劇「 人のいる無人

島」 を残している（ 岡村知子他編『 戦後ＮＨＫ鳥取放送局ローカルラ ジオド ラ マ脚本集』（ 鳥取大学地域

学部 年３月 鳥取）・ 年６ 月 日および同年９ 月３日付『 山陰中央新報』）。 2019  2019 20  
8前掲註 「 独島（ 竹島） に関する調査の件」 ～ コ マ 。 また韓国国家記録院所蔵資料「 独島沿海( 3) (17 22 )
漁船遭難事件顛末報告の件」（ 管理番号： 生産年度： 生産機関： 内務部地方行政局行政BA0182403 1951 
課） にも同じ文書がある（ ２ ～６ コ マ ）。 なお、「 独島沿海漁船遭難事件顛末報告の件」 にある「 経緯報

告」 の下書きでは、 原案では「 一二浬以上接近できない」 と 正確であっ たのが「 一二米以上接近できな

い」 と 誤っ て修正さ れている（ コ マ こ れは松澤幹治の指摘による）。慶尚北道（ 道庁） の持つ竹島に59  
関する情報が不正確であっ たこ と を示すものである。  
9拙稿「 戦前の竹島・ 欝陵島間海域におけるサバ延縄漁業試験について」（ 島嶼資料センタ ー編刊『 島嶼研

究ジャ ーナル』 年３ 月） 参照。 竹島周辺で良質のサンマの回遊があるこ と が、 年５ 月5-2 2016 1953 29
日に島根県水産試験場試験船「 島根丸」 による調査で確認さ れていた（ 年６ 月１日付『 朝日新聞・1953
大阪本社版（ 島根版）』）。  
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２． 年の 竹島問題1969  

1969年３月 28日付『 朝日新聞・ 東京本社版』 は、前日付「 ソウル放送」 が「 竹島近海で試

験操業中の韓国漁船十隻はこ のほど五百三十一㌧のサケと マスを漁獲した」、「 こ れを重視した

日本政府は「 近く 漁業調整問題の話し合いを申入れるこ と になっ た」 と 伝えた。「 竹島はわが国

の領土であり 、 こ の水域における韓国側の一方的操業は「 領海侵犯」 のおそれがある」、「 こ の

水域は竹島を十二㌋幅で囲む水域、つまり わが国が韓国に主張している「 漁業専管水域」 にか

かっ ている 」 と いう 水産庁の説明が加えら れていた。

竹島問題に関する韓国外交史料館所蔵資料10の中に、 韓国政府水産庁11から 駐日本大使宛の

1969年４ 月２日付「 東海サケ・ マス漁場開発試験操業」（「 東海」 は日本海の韓国側呼称。以下

同じ ） と 関連メ モ 12がある。『 朝日新聞・ 東京本社版』 の記事についての駐日大使から の問い合

わせに答えたもので、 こ の試験操業は国立水産振興院13所属「 智里山号」（ 150㌧） と 慶尚北道

所属「 無窮花号」（ 80㌧） および民間漁船 10隻で、「 鬱陵島周辺 50㍄内外の海域」 を対象に

同年３ 月 15日に出漁し たが天候不順で６ 日間のみ行われた。また、近海では使用できない「 流

刺網」 の試験操業なので「 独島 12mi le以内では韓・ 日と もに漁網を使用」 できない、「 海域」

は「 独島北側 30～50mi le」と あっ た。サケ・ マス漁の試験操業は 1967年から行われたと ある。

「 東海サケ・ マス漁場開発試験操業」 では独島近海での操業が行われていなかっ たためか、 

竹島問題について韓国政府に抗議した 1969年 10月 28日付日本政府口上書14では、 韓国政府

が設置した建造物と の撤去と 韓国官憲の退去を要求したのみで、漁業に関する文言はなかっ た。

韓国政府は同年 11 月 25 日付口上書15で、「 独島は韓国の領土の不可分の一部であっ て合法的

な領域管轄権の行使下にある。」 と 、 こ の抗議に反駁した。    

1969 年２ 月 25 日の衆議院内閣委員会で愛知揆一外相は、 1965 年の日韓国交正常化の際に

取り 決めた「 紛争の解決に関する交換公文」 にしたがっ て韓国と 竹島問題解決のための交渉を

行う 、その機は現在熟していないが当然日本に竹島の領有権はあり 、海上保安庁の竹島巡視に

10「 独島問題 」（ 分類番号 登録番号 制作年度 生産課： 東北亜課）。, 1965- 71 : 743. 11JA : 4569 : 1971  
11韓国水産庁設立についての説明は、 水産庁編刊『 水産庁三十年史』（ 年３ 月 ソウル） によれば次1996  
の通り である。「 年２ 月 日に法律第 号で政府組織法の改正公布と 同時に同日付大統領令1966 28 1752
第 号で水産庁職制が作ら れた。」「 水産に関する政策および計画の樹立、 水産施設の拡張および管2427
理、 漁船および漁港に関する事務管掌を重要任務と し て与えら れた」（ 頁）。 李承晩政権で水産行政70
を担っ ていた海務庁の廃止については、「 政府は 年 月２ 日付閣令第 号で海務庁を廃止し 、1961 10 192
同日付閣令第 号で農林部職制を改正交付して政府樹立以後商工部管轄であっ た水産局をふたたび182
農林部内局に吸収さ せた。 こ れにと もない、 海洋警備課はその業務と 性格上内務部に移管」 さ れた

（ 頁）。 漁業協力資金など日本から の援助による韓国水産業振興をふまえた組織改編であり 、68 1967
年から水産庁は「 水産振興五ヶ 年計画」 を遂行していく 。  

12前掲註 「 独島問題 」 ～ コ マ。( 10) , 1965-71 101 102  
13国立水産振興院は水産庁傘下の機関で、 年 月 日付閣令第 号の公布により 、 年以1963 12 16 1708 1921
来の伝統を持つ中央水産試験場を改組して設立さ れた。 国立水産振興院編刊『 国立水産振興院 年史80

～ 』（ 年９ 月 釜山） には次の説明がある。「 年から着手さ れた経済開発５ ヶ 年計( 1921 2001) 2001  1962
画の推進において水産業が重要な開発対象産業と して高い優先順位を占めるよう になっ た。 水産業の

総合的開発のために、 漁船勢力の強化、 漁労装備の改善、 養殖主産地の助成、 水産物処理加工施設の

拡張、 生産基盤の助成などを積極的に推進したが、 特に外貨獲得のための輸出水産物の増産を目的と

した漁業の遠洋進出は、 こ れを国家政策的に強力に推進した。 こ のよう に韓国水産業が一大転換点に

立っ た時期に水産試験機関も単純な学術的領域のみに執着した状態にと どまっ てはいら れなかっ たの

であっ て、 水産振興に積極的姿勢で参与せざるをえなく なっ たので、 年末に従来の水産試験機関1963
を全面的に改編して体質が改善さ れた新しい試験機関と して発足するこ と になっ たのである 」（ 106
頁）。  

14前掲註 「 独島問題 」 ～ コ マ。( 10) , 1965-71 107 108  
15前掲註 「 独島問題 」 コ マ。( 10) , 1965-71 138  
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よってそれを表明し、また調査を続ける、と発言した。この発言や「東海サケ・マス漁場開

発試験操業」への反発、そして日本政府の口上書送付などの行動を「独島問題再開」16ととら

えて危機感を持った韓国政府は、いくつかの文書を作成した。 

外務部東北亜州課作成の 1969 年 11 月 18 日付「日本側の独島問題介在企図」17は、日韓両

国の竹島問題への対応をまとめたもので、1965 年までの両国で交換された竹島問題に関する

口上書の年表18と「独島問題の経緯および解決方法」が添付されていた。「独島問題の経緯およ

び解決方法」の「１．独島領有権問題の発端および経緯」には、「1953 年には数回にわたって

日本人による上陸調査が恣行されるようになると、わが国はわが国領土に対する外国人の不法

上陸を制止するため 1954 年９月２日に警察守備隊を駐在させるようになり19、現在に至って

いる」とある。  

海洋警察隊からの聴取内容をまとめた 1969 年 11 月 15 日付の「日本巡視船の独島巡航」20

には、竹島警備の概況が次のように記されている。「(1)警察要員 20 名が常駐している。(2)灯

台があって要員の滞留のための宿舎がある。(3)警察の巡視船が一カ月に一回水と食料などを補

給。(4)独島内の水は少ししか出ないので 20 名のための給水には不足する。日照りが続けば水

は出ない」。そして、よって「国境防衛という見地からまた実効性から、軍に交替した方がよ

い」という警察担当者の個人的意見が付されていた。 

これらを見ると、韓国政府は 1954 年以来警察官を竹島に派遣していたものの、自然条件の

厳しさから常駐には限界を感じていたことがわかる。そして、竹島周辺を漁場とする漁業への

言及はない。しかし、1969 年の日韓の対立のきっかけの一つが「東海サケ・マス漁場開発試験

操業」であったことは、竹島問題が日本海における漁業問題と結合しつつあったことを示して

いる。  

 

 

                                                   
16前掲註(10)「独島問題,1965-71」131～133 コマにこの題目の文書がある。日本の「主張は 1965 年 12

月 18 日の韓日条約締結を契機にいったん中断」したという認識が韓国政府にはあった。1967 年３月

30 日の参議院予算委員会で、佐藤栄作首相は「私が韓国に出かけましたら、もちろんこういう問題に

ついていかに取り扱うべきか話し合うつもりでございます」と６月の訪韓について答弁した。韓国政

府外務部がこの発言に対応を迫られたことが確認できる（前掲註(10)「独島問題,1965-71」78～85 コ

マ）が、この時は同年４月 20 日の衆議院予算委員会で三木武夫外相が「問題を解決するというために

は、それを解決できる友好的な雰囲気も必要」と述べたことで事態は沈静化した。このような過去の

日本政府の抑制的な対応と異なるものを 1969 年の韓国政府外務部は感じていた。 
17前掲註(10)「独島問題,1965-71」117～130 コマ。「日本側の独島問題介在企図」の「介在」は「再

開」である可能性もある。 
18「竹島領有問題に関する日韓両国政府間の応酬」（谷田正躬他編『時の法令 別冊 日韓条約と国内法

の解説』（大蔵省印刷局 1966 年３月 東京）223～228 頁）と比較すると、1956 年９月 20 日付「竹島

領有に関する日本政府の見解（竹島が日本領土であることについての歴史的事実の記述―第三回）」の

日付の誤りが同一であること、1957 年６月４日付と 1958 年１月７日付の口上書が同様にないことな

どから、この年表は「竹島領有問題に関する日韓両国政府間の応酬」から作成された可能性が高い。 
19外務部文書局文書課編刊『大韓民国外交年表 附主要文献』（1962 年 12 月）には、「6.11 政府、独島

に海洋警備隊を急派」(46 頁)、「9.2 独島武装化決定」(49 頁)とある。「警察守備隊を駐在」は「9.2

独島武装化決定」に該当すると思われる。韓国の竹島不法占拠を決定づける事件である。なお、国史

編纂委員会編刊『大韓民国史年表 上』(1984 年 10 月)には「9.2 警察、常時駐屯で独島完全武装化決

定」とある(303 頁)。 
20前掲註(10)「独島問題,1965-71」114～115 コマ。なお、1963 年 1 月８日に鬱陵島警察署所属の「花

郎号」（８㌧ ６人乗り組み）が隠岐の浦郷港に漂着した。同船は竹島の「警備隊」に渡す小銃・弾薬

を積んでおり、「風速二十㍍の強風と高さ三㍍の大波」で竹島上陸はできなかったという（1963 年 1

月 10 日付『島根新聞』）。日本政府は同年２月５日付口上書で韓国警備艇の武器搬入に抗議した。 



３． 年代の 韓国の 竹島調査1970  

韓国水産庁は 1970・ 1972・ 1973 の各年に竹島調査を実施した。三回の調査に関する韓国国

家記録院所蔵資料21から 、 1970年代の竹島漁労と 竹島問題への韓国の対応を考察する。

① 1970年の調査（ ５ 月 25日～６ 月 13日）

「 独島漁業開発調査」 22には、 1969年１ 2月３ 日に慶尚北道知事が「 独島総合開発計画」 へ

の国庫支援を水産庁に要請したと ある。1970年５ 月 22日にも慶尚北道は鬱陵郡と と もに要請

し 、 その内容は、 155㍍の防波堤築造、 漁民合宿所（ ６ 棟（ 一棟６ 坪））、 倉庫（ ６ 棟（ 一棟４

坪））、 通路 300㍍など合計工事費 9,669万 2千㌆であっ た 23。

水産庁の調査はこ の要請に対応したもので、漁場と し ての竹島の価値を調査するのは、おそ 

ら く 初めてであっ たと 思われる。「 独島漁業開発調査」 の「 独島」 について、「 戸口数と 人口」

の項は「 無人島である。沿岸漁民たちが海藻類採取を目的に随時出漁操業し 、警備警察が年中

警備に臨んでいる 」 と 説明は大まかであり 、「 漁業実態」 の項には「 独島の統計はない」 と あっ

た。  

「 鬱陵島および独島漁業開発調査 1970.6 水産庁」 24には調査について、「 東海の鬱陵島と 独

島周辺漁場の開発のために水産庁主管で国立水産振興院と 慶尚北道など と 合同調査班を編制、

国立水産振興院所属試験船太白山号（ 300㌧級） で 20日間(70.5.25~6.13)にわたっ て現地合同

調査を実施」 と 記さ れている。

具体的には５ つの区域で試験操業が実施さ れた。 A「 鬱陵島周辺」、 B「 独島周辺」、 C「 鬱陵

島東北方」、 D および E の「 独島東方」 25である〔 図２ 〕。 こ れら の漁場は C を除いて水深 200

㍍前後の浅い場所にある。   

竹島と 鬱陵島の共通性を強調したいためか、 B「 独島周辺」 の調査結果は A「 鬱陵島周辺」

と 同文で記録さ れている。「 周辺」 と は竹島から 距岸３海里までの海域であり 、「 主資源」 はメ

バル・ サン マ・ イ カ 、刺網と 一本釣が「 開発対象漁業」 と さ れた。「 底棲魚種を対象と する漁業

が有望視」 さ れるのは海岸から ２ ～３ 海里まででその外側の海域は急降下して曳網漁業は不適

当」 と ある。 こ の頃日本人漁業者が行っ ていた、深海の資源を利用するベニズワイ ガニかご漁

は未着手であっ た。

「 鬱陵島および独島漁業開発調査 1970.6 水産庁」 によれば、調査は「 沿近海漁業発展策の

一環」 と さ れた。「 沿近海漁業は絶対多数の漁民が従事し ているだけでなく 、総生産面において

21「 独島漁港施設調査綴」（ 管理番号： 生産年度： 生産機関： 水産庁施設管理局漁港課）。BA0240993 1973  
22前掲註 「 独島漁港施設調査綴」 ～ コ マ。( 21) 112 120  
23 年８ 月 日の日本の海上保安庁の監視活動を海洋警察隊に報告するなど、慶尚北道は日本の竹島1969 15
に対する動向に敏感であっ た（「 日本巡視船動向通報」 前掲註 「 独島問題 」 コ マ ）。( ( 10) , 1965-71 116 )  

24前掲註 「 独島漁港施設調査綴」 ～ コ マ。( 21) 121 130  
25 区域については「 独島東方 ㍄地点（ ） では水深 ～ 、面積 平方㍄（ 幅 ㍄、長さ ㍄、D 20 D 150 200m 40 5 8
底質暗礁） に達している新漁場が発見さ れ、 刺網および延縄によるメ バル、 カ レイ 、 エビ 、 メ ン タ イ 、

タ ラ などの開発が期待さ れる」 と ある。 こ の「 新漁場」 が 年６月に島根県が同県水産試験場試験1953
船島根丸による調査で発見した竹島東方 海里にある「 神藤堆」 に該当する可能性はある。「 神藤堆」11 
は北緯 度 分・ 東経 度 分にあり 、 約 平方海里の楕円形で、「 最浅部」 ㍍、「 普通部」37 15 131 52 10 140
～ ㍍、底質は砂泥貝殻、こ の付近でのサバやサンマの回遊が期待さ れた（ 水産庁編刊『 対馬暖流200 300

開発調査報告書 第３輯（ 漁場開発篇）』（ 年） ７ 頁・ 島根県水産試験場編刊『 對馬暖流開發調査報 1958
告書 昭和 年～ 年』（ 浜田 年３月 浜田） 頁）。「 新漁場」 が「 神藤堆」 なら ば、韓国は竹島 28 31  1958  93
周辺での正確な漁場調査をこ の時期まで実施していなかっ たこ と になる。  
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も 79%と いう 大きな比重を占めており 、本漁業の健全な発展のためには資源の持続生産性維持、

生産構造の改善および外延漁場拡大を通じ て漁民所得向上」 が必要と 、調査の意義が記さ れて

いる。同資料の「 結論」 には「 現在同海域では管内漁船と 通漁船合わせて 1,000余隻の出漁で

年間漁獲実績が 20,000㌧（ 14億㌆） に過ぎないが、 前記したよう に両島に漁業基本施設が完

備さ れれば漁船 3,000余隻を収容して年間 50,000㌧（ 35億㌆） の増産はもちろん、 漁民所得

の向上と 水産物輸出増大に大きく 寄与するだろう 。」 と あっ た。

農水産部編刊『 水産統計年報 1979』（ 1979年 10月） によれば、 1969年の韓国の「 一般漁

業」（「 沿近海漁業」 のこ と と 思われる） の「 生産量」 は 691,348㌧で「 海面漁業総計」 の８ 割

を占めていた。鬱陵島と 竹島の「 両島海域漁業」 は２ 万㌧と 微々たるものであり 、 新漁場開発

による５ 万㌧の増産も決して大きいものではなかっ た。

「 鬱陵島および独島漁業開発調査  1970.6 水産庁」 の「 結論」 では次のよう な可能性が記さ

れた。「 両島周辺は有用な水産動植物の資源が豊富で海洋の特殊条件などを勘案し た時、 曳網

類漁業は期待できないが、 イ カ 、 サンマ 26、 メ ン タ イ 、 フ グ、 メ バルおよびマスなどの資源を

対象と する一本釣、流網、刺網および延縄漁場の開発が大きく 期待さ れる。 し たがっ て両島海

域漁業開発を推進するため、鬱陵島は総合施設を持つ漁業前進基地化が至急要請さ れ、独島は

東海中心部に出漁する漁船の一時退避のための施設が要請さ れる。」

し かし 、「 両島海域漁業開発」 の推進は容易ではなかっ た。「 独島漁業開発調査」 の「 結論」 

には、「 防波堤、漁民宿所、飲料水タ ン ク 、 〇〇〇施設などの建設について、「 独島の位置が浦

項から は 268㎞、鬱陵島から は 88.4㎞の遠距離にあっ て施設資材（ セメ ン ト 、水、骨材など ）

一体を浦項などから 運搬せねばなら ないと いう 難し い条件下にあっ て特に無人孤島である関

係で労力動員の不如意など施工上の問題があっ て莫大な工事費が投入さ れると 思われる。」 と

あっ た。

② 1972年の調査（ ５ 月 24日～５ 月 29日）

「 独島防波堤築造にと もなう 設計書作成および国庫補助要請」 27によれば、1972年１ 月６ 日

に慶尚北道は次の要請を水産庁に行っ た。「 １ ． 本道予算は管内鬱陵島および独島近海のため

の一環で 72 年度から独島の東島および西島間を連結する全長 155m の防波堤築造を計画して

いるが、人員および技術不足で設計書作成が不可能な実情が〇〇別添設計書資料を提出するの

で、現地調査後設計し てほしい。 ２ ． 道の財政事情で見て所要事業費の全額負担が不可能なの

で二次的に所要事業費の 80%を国費で確保後補助されるこ と を要請する。」

1970年の調査の結果、竹島での施設建設は見送ら れていたものと 思われる。1972年１ 月 20

日付の発送印がある「 独島漁港施設調査計画」28には、「 独島開発は現行関係法令および規定上、

慶尚北道主管下で処理するこ と が妥当」 であるが、 1970 年に調査を行っ たいきさ つもあり 、

「 漁港施設の必要性の可否だけを調査検討するため」 の調査を行う と いう 水産庁の方針が記さ

れている。

26竹島周辺で良質のサンマの回遊があるこ と は、 年５ 月 日に島根県水産試験場試験船「 島根丸」1953 29
による調査で確認さ れていた（ 年６ 月１ 日付『 朝日新聞・ 島根版』）。1953  

27前掲註 「 独島漁港施設調査綴」 ～ コ マ。( 21) 133 142  
28前掲註 「 独島漁港施設調査綴」 ～ コ マ。( 21) 107 111  
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「 独島漁港施設調査計画」 作成の参考にしたと思われる「 決済参考」 29には、「 現在当庁では

鬱陵島沿近海で操業する漁船の収容および退避のために苧洞港（ 鬱陵島最大の港―筆者補註―）

に莫大な予算を投入して開発建設中である。独島漁場開発は対日関係上国家的な見地から見る

とき、 事業の必要性は認定されるが、 投資効果は希薄である。」 といった消極的な意見があっ

た。 このよう な財政面からの制約や、 1970 年の調査で判明した鬱陵島と竹島の「 両島海域漁

業」 の経済価値の問題もあって、 水産庁の姿勢は慎重であった。

1972 年６ 月３ 日付の「 独島漁港施設のための現地調査報告書」 30には、水産庁漁港課が慶尚

北道水産課を支援して行った調査の結果が記されている。事業概要と事業費は次表の通り であ

った。 また関連地図を〔 図３ 〕 として示した。  

施設別 数量 工事費（ 千㌆）  備考 

北防波堤 155m 200, 000  

南防波堤 100m 140, 000 北防波堤施工のための前哨施設 

作業場 60m( 200 ㎡)   30, 000 北防波堤施工のための前哨施設 

計 315m 370, 000  

工事費は 1970 年の慶尚北道の試算の 3.7 倍に膨れ上がっている。 この背景には、 次表に示

される自然条件の厳しさがあった。

1)海況（ 月別）（ ４ ヶ年平均）  

 月 １  ２  ３  ４  ５  ６  ７  ８  ９  10 11 12 

正常日数 7 5 15 16 21 24 25 23 19 12 8 6 

2)風量（ 年間）  

風向 北東風 南西風 北風 北西風 計

日数 131 97 68 69 365 

比率（ ％） 36% 26% 19% 19% 100% 

「 独島漁港施設のための現地調査報告書」 では、 施工上の問題点が次のよう にまとめられてい

る。「 1)所要石材の現地調達が不可能で鬱陵島から運搬使用せねばならない。  2)所要骨材は本

土から運搬使用せねばならない。  3)作業可能日数が月間10 日間内外と予想され施工に長期間

必要 4)重装備（ 重機のことか？－筆者補註－） の退避場所がなく 重装備の被害が憂慮される。」。

そして調査者の意見とし て、「 防波堤施工のため重装備の退避場所および工作物製作のための

作業場と南防波堤など前哨施設造成が必要」、「 前哨施設のためには重装備が投入されねばなら

ず接岸および退避場所がなく 事実上施工は困難」 とまとめられていた。

 報告を受けた慶尚北道は、 1972 年６ 月17 日付「 独島漁港施設建議」 31で、 竹島を「 第３ 種

漁港として指定後水産庁で漁港を施設されることを」 水産庁に要請した。「 第３ 種漁港」 とは、

29前掲註( 21) 「 独島漁港施設調査綴」 131～132 コマ。  
30前掲註( 21) 「 独島漁港施設調査綴」 75～88 コマ。  
31前掲註( 21) 「 独島漁港施設調査綴」 73 コマ。  



 
 

1969 年５月 19 日公布施行の韓国（旧）漁港法（法律第 2106 号）では「漁場の開発、漁船の

退避に必要な離島または僻地に所在する漁業の根拠地」であった32。 

 要請に対する水産庁の検討結果である「独島漁港施設建議」33では多くの問題点が指摘され

た。慶尚北道の要請の目的である「独島近海の漁場開発」については、「現在まで独島近海に分

布している水産（魚種）資源の調査数値がなく、また統計資料が（道報告）不確実」とされた。

そして、施工上の問題点への指摘は、次のように具体的であった。「T.T.P（波消しブロックの

ことか？－筆者補註－）（総所要 5,141 個 １個当たり約 15 ㌧）製作時作業場がなく鬱陵島か

ら独島まで廻航するが、必要な運搬船（5,000 ㌧級）確保が困難（民間保有運搬船では不可能

視される）」、「気象条件で見ると年中４，５，６月だけ作業可能で月間作業日数は約 10 日程度

（年中作業日数は約 1 カ月）で悪条件下にある本工事を施工しようとすれば作業が約４年の長

期間が所要される34」、「多年間の工事示期間が所要されるので毎年季節風および台風による既

工事部分の被害発生が憂慮される」、「飲料水、交通、気候条件で見ると工事従事者たちの食生

活が困難」、「本土からすべての施設資材の運搬および作業上の観点から見て施設費が過多に必

要とされる」。 

 「第３種漁港」指定についても、「本土から遠距離（竹辺～独島：121  ）に位置している無

人孤島である独島を第３種漁港として指定するのは困難」とし、現行の「施設費予算規模（約

９億 ）では、すでに当庁で指定した 62 ヶ所の漁港施設投資完工に今後何年かかるか財政事

情上投資展望が明らかでない」と否定的であった。こうして「独島漁港施設建議に対しては多

くの問題点が内包されているので当庁主管として施設するのは困難と思われる」と結論付けた。 

   

③韓国政府の方針決定と調査 

 水産庁は 1973 年の４月 29 日から５月 10 日の 12 日間にわたって国立水産振興院の試験調

査船によって同院と合同調査し、同年５月 23 日に「東海漁業開発計画」35を作成した。 

 1972 年の「独島漁港施設建議」では経済的見地から実施困難としていた竹島での施設建設

を、水産庁がその後継続して検討することになった背景には、日本との竹島問題があった。1972

年の「独島漁港施設のための現地調査報告書」にも「独島漁港施設は韓日関係の国家的な見地

から投資効果を度外視しても戦略上施設する必要性はあると思われる」と最後に記されていた。 

 おそらく、1972 年の夏に竹島での施設建設を推進する何らかの政策決定が行われたものと

思われる。同年８月 15 日付『京郷新聞』や８月 16 日付『朝鮮日報』で「独島開発計画」が報

じられた。『京郷新聞』の記事には次の説明があった。  

 

   水産庁によれば独島を 73 年から 5 ヶ年計画で開発、独島に漁船退避所と補給倉庫、給油施設な

どを設置、東海漁業の前進基地として使用するとのことだ。韓日間に長く紛争の火種にまでなって

きた独島は我が国の行政区域では慶北鬱陵郡南面道洞１番地になっているが、ここに人は住んでお

らず現在独島警備隊 10 名が警備している。（略―筆者―）独島の周囲にはイカ、ワカメ、アワビ、

                                                   
32韓国漁港協会編刊『韓国漁港史』（1996 年３月 ソウル）625 頁。 
33前掲註(21)「独島漁港施設調査綴」65～72 コマ。発送印の日付の「1972 年」以後は判読できない。 
34原資料には訂正・書き込みがあるが判読できない 
35前掲註(21)「独島漁港施設調査綴」14～33 コマ。表紙には「独島を中心に」という副題と「水産庁」が

記されている。 



サザエの漁場が大きく 形成さ れており 、 今後は東海にサケ・ マス漁場が形成さ れた場合重要な役割

ができると いう 。 水産庁はそのため独島に３ 億７ 千万㌆を投入し、 二つの大きな島の間 100㍍をふ

さ いで防波堤施設を作り 、 大きな島の近く の多く の小さ な島を埋立てこ こ に給油施設・ 補給施設を

作ると いう こ と だ。 現在独島には灯台施設しかなく 鬱陵島から 来た漁民たちがテント を張っ て何日

間かワカ メ を採っ て帰っ ている。 水産庁は独島に防波堤を作っ て開発した場合、 年間６千隻の漁船

が利用でき、 独島海上で発生している台風の漁船被害をふせぐ こ と ができ、 漁業前進基地と し ての

役割を果たすこ と ができ、 観光地と して開発するこ と もできると 述べている。

防波堤建設の工費３ 億７ 千万㌆は 1972年の調査報告「 独島漁港施設のための現地調査報告書」

の数字と 一致する。 1973年５ 月 29日付『 朝日新聞・ 大阪本社版（ 広島地方版）』 の記事「 複雑

な領土 竹島」 にある「 同島近く で操業する漁船員の話によると 、小屋は昨年から ふえ、漁船も

多く みかけるよ う になっ た、と いう 」証言は、水産庁の計画と 何ら かの関係があると 思われる。

こ の後、 水産庁は他の政府部署に対して竹島での施設建設に関する照会を行っ た。 1972 年

10 月６ 日の外務部に対する「 鬱陵島および独島水産施設計画に対する意見照会」 36は、「 独島

については我が国と 日本国間においてこ の間多く の論議があっ た点を勘案し て独島施設に対

する当庁の構想を実現するにおいて貴部の意見を問い合わせる 」 と いう 内容であっ た。 こ の照

会に添付さ れた手書きの「 メ モ 」 には、「 青瓦台」 すなわち大統領官邸の「 農林水産担当」 と 協

議し た結果、「 日本と の関係を考慮し て外務部に公式文書で意見照会するこ と になっ た」 記さ

れている。 回答は同年 11 月 15 日付で行われた（「 独島水産施設設置意見照会（ 回信）」 37）。

「 １ ．独島は我が領土の一部なので同島嶼に韓国がいかなる施設物を設置するこ と に問題はあ

り えないと 考えます。 ２ ． ただ日本が未だ独島が日本領土だと いう 主張を続けているこ と に

勘案して、新しい施設物設置と 関連しておきう る紛糾を避けるため、独島に水産施設物を設置

するこ と においては可能な限り 隠密に短時日内で施工完了するこ と が必要だと 考えます。」 と

あっ た。

1973 年４ 月 24 日には水路局に対し て、「 独島近海の水深および潮流気象条件、 地形などの

調査測量現況およびその他参考と なる事項」 の情報提供を求めた（「 独島調査測量資料協助依

頼」 38）。 ５ 月２ 日付の水路局の回答には、 1954年 10月に「 独島調査測量した 39が海図は刊行

しなかっ たので海図を提供するのは困難」 なので一部水深が記録さ れている地形図の閲覧を奨

めると あり 、また「 潮流は観測した資料がなく 、気象関係は中央気象台に問い合わさ れるこ と 」

を望むと あっ た（「 独島調査測量資料協助回信」 40）。５ 月 25日には空軍参謀総長に対して、「 独

島全景の航空写真があれば、機密に属さ なければ、独島漁港開発計画樹立の参考資料と して使

用したい」 と 要請し た（「 独島航空写真送付援助要請」 41）。

1973年の「 東海漁業開発計画」 の「 1.目的」 は、「 独島を中心と し た東海中南部海域に分布

36前掲註 「 独島漁港施設調査綴」 ～ コ マ。( 21) 58 60  
37前掲註 「 独島漁港施設調査綴」 コ マ。( 21) 56  
38前掲註 「 独島漁港施設調査綴」 コ マ。( 21) 35  
39 年９ 月 日から 日間にわたっ て海軍水路局が竹島で行っ た測量の記録は、 水路局編刊『 韓国1954 30 23
水路史 』（ 年 月 ソウル 島根県竹島資料室所蔵） にある（ ～ 頁）。なお、韓国によ 1949- 80 1982 10   52 53
る竹島の測量は 年 月にすでに試みら れていた（ 朴炳柱「 独島の測量」（ 前掲註 『 ～1953 10 ( 6) 1952 1953
年 独島測量』））。  

40前掲註 「 独島漁港施設調査綴」 コ マ。( 21) 34  
41前掲註 「 独島漁港施設調査綴」 コ マ。( 21) 13  
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する未開発潜在資源の開発利用」 および、「 独島に対する日本側の領有権主張に対する韓国領

土としての既定
マ マ

事実化基礎構築」 であった。 しかし、 言う までもなく 、 韓国政府がここでとっ

た「 他国から抗議を受けながら行う 行為や、（ 略―筆者―） 紛争発生後にことさら自国の法的な

立場を強化するために行う 行為は、 実効的占有の証拠とはならない」 42。

④「 東海漁業開発計画」

「 東海漁業開発計画」 で水産庁は 1973 年から４ 年間にわたる竹島の開発計画を示した。 そ

のう ち次の「 ２ ． 現況」 の「 カ、 概況」 にある竹島に関する情報は詳細で、 漁業実態について

の説明も具体的であった43。  

 1)独島の地勢 

 ・ 位置： 鬱陵島 東南方48mi l e 

     浦項 東北方140mi l e 

  ・ 面積： 0. 175 ㎢ 

 ・ 海抜： 105m( 急傾斜)  

  ・ 形成： 東・ 西両独島間の距離は155mで平均水深3. 5mの浅瀬で連結されており 、周囲に 30 余個の岩

礁を抱えていて東南東80～100mi l e 地点に広い浅瀬を持つ。  

 2)気象 

  風： 春・ 夏…南風系卓越 

    冬  …北風系卓越 

    平均風速…秒速３ ～６ m（ ８ m以上 小型船危険）  

    最大風速…秒速30m超過時もある。  

  降水量： 月平均…60mm 

      年間…700～800mm 

 3)漁業資源 

 ・ 回遊性魚族 年間 潜在漁獲量： 300, 000 ㌧ 

  独島の定着性生物 年間採取可能量： 450 ㌧ 

 ・ 水産動物 77 種 

  魚類  40 種： サンマ・ メ ンタイ・ ブリ ・ など 

  腔腸動物 ２ 種： クラゲなど 

42塚本孝「 国際法的見地から見た竹島問題」（『 不条理とたたかう ―李承晩ライン・ 拉致・ 竹島問題―』 文

藝春秋企画出版部 2017 年８ 月 東京） 125 頁。 実効的占有に基づく 権限とは、「 国家権能の平穏かつ継

続した表示」 という 権原のことで、その地域を自国の領土として取り 扱い、それが他の国の抗議を受け

ないこと、 そしてそれが一定の時間の経過の中で行われることである。  
43「 3)漁業資源」 の中で「 海産（ 哺乳） 動物」 として挙げられている물개（ ムルケー）（ 18 コマ） はオ

ッ ト セイではなく アシカの可能性もある（ 58 頁の「 海狗」 も同様）。 なお、 キム・ ヨ ンス「 中井養三

郎の「 竹島漁猟合資会社」 と「 竹島漁業組合」 の組織と運営」（ 嶺南大学独島研究所編刊『 独島研究』

26 2019 年６ 月） には「 中井は停泊関連施設の必要性を提起して船着き場建設が最大の急務だと把握

した。 彼は飲料水の採取方案に悩んだ。 彼はアシカ捕獲のために島の真中を通す道を作る計画まで作

って、 アシカ漁業のために独島の自然をひどく 傷つける計画をたてた。」 とあるが（ 82 頁）、 韓国政府

が「 東海漁業開発計画」 で、 アシカをはじめとする竹島の自然環境保護に配慮していたことは確認で

きない。  



軟体動物 種： イ カ ・ アワビ など （ 洄游および定着） 22  

甲殻類 ７ 種： ズワイ ガニ ・ エビ など    

棘皮動物 ４種： ナマコ など    

海産（ 哺乳） 動物 ： オッ ト セイ    

・ 水産植物 種  46  

緑藻類 ６ 種： マフ ノ リ ・ アオノ リ など    

褐藻類 種： ワカ メ ・ 〇〇など   18  

黄藻類 種： イ ワノ リ ・ 〇〇〇〇〇など   22  

漁場環境 4)  

℃・ 独島の東南方は暖流（ 以上） の影響下なのでブリ ・ フ グなどが継続来遊 10  

℃・ 独島と 鬱陵島北方 ～ ㍄海域まで寒暖流接触による極前線が冬季に南下して、東海固有冷水（ 10 20 5

以下） が 層まで浮上してメ ンタ イ ・ サケ・ マスなど寒流性魚族の漁獲が可能100m  

・ イ カ のよ う な温帯性魚族は周年出現できる条件形成  

・ サンマのよう な外洋性表層魚族は夏を除いては周年出現  

操業実態 5)  

・ 独島沿岸の定着性生物（ ワカ メ ・ イ ワノ リ ・ サザエ ・ アワビ など ） は潜水器および裸潜漁業によっ 

て採捕さ れている。  

・ 一般漁業は慶北・ 鬱陵・ 江原等の地から ㌧未満の小型船が時々出漁操業している。 30  

・ イ カ ・ サンマなど回遊性魚族は日本漁船団によっ て大量に漁獲されている実情  

独島を中心と する東海で営まれる漁業（ 漁具・ 漁法） および規模 6)  

漁業別 漁具漁法 漁期 漁船出漁規模 対象魚族     

現在 

（ ㌧数）  

今後 

（ ㌧数）  

イ カ漁業 一本釣  

自動的釣獲機 

～ ～5 12 2 20 

～50 200 

イ カ  

サンマ流刺網漁 流刺網 ～７ ７ ～  10  30 ～30 100 サンマ  

サケ・ マス漁業 流刺網 １～５    ～100 200 マス  

メ ン タ イ漁業 底刺網  

延縄 

～３ ７ ～11  30 

７ ～30 

７～30 

７～30 

メ ン タ イ  

三重網漁業 刺網 １～ ３～  2 30 ３～20 カ レイ類・ ク ロ ソイ・ 〇

〇〇〇・ アイナメ・ タ ナ

ゴ・ マダ イ・ カ ワハギ・

メ バル  

ブリ 漁業 曳縄鉤 １～２    ～10 20 ブリ  
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潜水漁業 潜水器  

海女 

１ ～2 

１ ～2 

５ ～７  

５ ～７  

５ ～ 海藻類： ワカ メ・ イ ワ ノ10 

リ ・ 〇〇〇〇・ 〇〇 

貝類： サザエ・ アワビ ・

イ ガイ  

そ の他： ミ ズダ コ ・ ウ

ニ ・ ナマコ  

フ グ延縄 延縄 １～ ５～ フ グ  2  10  

ト ロ ール漁業 低層曳網 １～ ～ カ レイ類・ ク ロ ソイ・ 〇  2  50 200 

〇〇〇・ アイナメ・ タ ナ

ゴ・ エイ・ メ ンタ イ・ ナ

マコ ・ ウ ニ  

「 回遊性魚族 年間 潜在漁獲量： ㌧」 は、 鬱陵島と 竹島の「 両島海域漁業」 の年間漁  300, 000

獲実績２万㌧、新漁場開発による５ 万㌧の増産と いう 年の推計（「 鬱陵島および独島漁業1970

開発調査 水産庁」） や、「 鬱陵島および独島周辺近海に魚族資源が豊富でイ カなど ６ 個 1970. 6 

の魚種で年間漁獲高を約 ㌧」 と いう 年の予想（「 鬱陵島および独島水産施設計画に9, 700 1972

対する意見照会」） よ り も桁違いに大き く 、 誇張さ れた可能性もある。 し かし 、 竹島周辺は暖

流・ 寒流両方の魚種が豊富と さ れ、それら を対象と した規模の大きな漁業の振興が期待さ れた

のは事実であっ た 44。  

一方で課題も多かっ た。「 東海漁業開発計画」「 2.現況」 の「 ナ、 問題点」 では次の五点が挙

げら れている。

1)独島近海で操業する各種漁船の緊急避難港施設が皆無

2)その他陸上施設は第 1種共同漁場操業のための簡易漁民保護所（ ３ カ所： 26.6㎡）、ワカ メ 加工作業

場(6㎡)以外は皆無。

3)独島近海漁場に出漁する漁船規模の小型と 不足

4)独島施設工事の難点（ 施設基本調査先行）

  5)日本の独島領有権主張と 大型船による大挙操業  

1)・ 2)・ 4)の竹島での漁業施設の未整備や建設困難については過去の調査でも明ら かになっ て

いた。結局、 1973年の調査の後、水産庁は 1974年度予算に「 独島港防波堤施設」 建設費用を

計上しなかっ た（「 独島を中心と し た東海漁業開発計画にと もなう 建議」 45）。

一方で竹島周辺での漁業の振興は推進さ れた。注目さ れるのは、 ３ ） と ５ ） の、 日本の大型

漁船と 韓国の小型漁船の格差である。「 一般漁業は慶北・ 鬱陵・ 江原等の地から 30㌧未満の小

型船が時々出漁操業している 」 のに対し て、「 イ カ・ サンマなど回遊性魚族は日本漁船団によっ

て大量に漁獲さ れている実情」 と いう 「 操業実態」 があっ た。

44韓国自然保全協会編刊『 鬱陵島および独島総合学術調査報告書』（ 年 月） には、「 北部の冷水1981 12
塊と 対馬暖流の勢力のう ちどちら が強いかによっ て本海域の海洋環境が変わっ て来るだろう 」 と ある

頁 。( 230 )  
45前掲註 「 独島漁港施設調査綴」 コ マ。( 21) 6  
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よっ て、 竹島周辺で操業する韓国漁船の大型化と 性能向上は韓国の課題であっ た。「 東海漁 

業開発計画」 の「 3.開発計画」 の「 カ 、 推進方向」 に「 1)イ カ漁業・ ブ リ 曳縄鉤漁業・ フ グ延

縄漁業を優先開発する」 と あるよう に、大量の漁獲が望まれる回遊魚への関心は高かっ た。 そ

し て、 次に示す、「 カ 、 推進方向」 に続く 1973 年から 4 年間にわたる投資計画でわかるよう

に、韓国がもっ と も振興をめざし たのはイ カ釣漁であっ た。と り わけ、1974年以降は効率のよ

いイ カ自動釣漁船の建造・ 導入が、 年 65隻のう ち 50隻も計画さ れているこ と に注意したい。

ナ、 73年度投資計画（ 漁船投入）

1)新規漁船建造（ イ カ一本釣漁船）

2) ①既存漁船活用 機船底曳網漁のイカ兼業 

② ブリ 曳縄鉤漁業

③ フ グ延縄漁業          

漁業別   規模 隻数 

１ ． 漁船建造（ イ カ一本釣） ㌧ 30  隻15  

２ ． 既存漁船の活用  

近海機船底曳イ カ兼業 ㌧1)  40  隻15  

同上施設改良 ㌧2)  40  隻20  

遠洋機船底曳イ カ兼業 ㌧3)  70  隻25  

ブリ 延縄漁業 ～ ㌧4)  10 20  ５ 隻 

フ グ延縄漁業 ～ ㌧5)  10 20  ５ 隻 

機船旋網イカ試験操業6)   ２ 統 

総計 事業費計 千ウォ ン （ 補助 融資 自己負354, 950 72, 045 233, 715 

担 ）49, 190  

タ 、 年次別投資計画（ 漁船投入）  

漁業別投資計画 年  (74 )    

漁業別   規模 隻数 

１ ． 漁船建造（ イ カ一本釣）   

カ 、 イ カ一本釣 ㌧ 30  隻15  

ナ、 イ カ自動釣漁船 ～ ㌧級 隻 100 300  10  

２ ． 中古漁船導入  

イ カ自動釣漁船 ～ ㌧級 隻 100 300  40  

３ ． 既存漁船活用  

カ 、 遠洋機船イ カ兼業 ～ ㌧ 80 170  隻20  

ナ、 近海機船イ カ兼業 ～ ㌧ 30 80  隻20  

タ 、 機船旋網イ カ兼業  ５ 統 

ラ 、 ブ リ 曳縄釣 ～ ㌧ 10 20  ５ 隻 

合計 事業費計 千ウォ ン （ 補助 融資 自3, 481, 950 72, 045 3, 223, 315 

己負担 ）176, 590  

（ 上記計画は  75～76年まで同一物量を継続投入する）
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と こ ろで、 1973 年の「 東海漁業開発計画」 には「 漁業別投資計画(74 年) 」 の「 執行方法」

と し て「 イ カ自動釣漁船（ 100㌧級） 建造」 の財源は「 漁業協力資金（ 4000万㌦中残額 1000

万㌦） で建造」 と ある。こ の「 漁業協力資金」 は日本が提供した資金に違いない。 1965年の日

韓基本関係条約および諸協定のう ち日韓漁業協定についての日本政府による説明には、次のよ

う に記さ れている 46。

韓国漁民の日本漁業に対する不安感は、 韓国漁業の劣勢から きており 、 韓国漁業の発展をはかる   

こ と が、日韓漁業関係の円満な推移を確保する途でもある。（ 略 筆者 ） また、漁業協定と は別の― ―

問題ではあるが、 経済協力問題で、 民間信用供与に関する交換公文があり 、 そのなかでは、 日本側

より 三億ドル以上と 期待さ れる民間信用供与について、 関係法令の範囲内で容易化、 促進の措置が

と ら れるこ と になっ ており 、 こ のう ちには漁業協力のための九千万ドルが含めら れ、 こ れについて

日本政府が出来る限り 好意的配慮を与えるこ と になっ ている。

韓国が 1952 年に一方的に設定した李承晩ラ イ ンの侵犯を口実と し た日本漁船拿捕をやめさ せ

るため、日本は韓国に漁業協力を行っ た。 そのう ちの民間信用供与（「 漁業協力資金」） ９ 千万

㌦は二つに分けら れ、「 沿近海漁業用 3,000万㌦は 1967年度から 10次年度にかけて執行さ れ

た。 その内容を見れば漁船建造 903 隻に 20,582 千㌦、 陸上施設 49 か所と その他 136 台に

8,730万㌦、そし て事業着手金 688千㌦を使用して 3,000万㌦全額を執行した」。一方 1968年

から 1977年まで７ 次にわたる 「 遠洋漁業用 6,000万㌦は漁船建造および導入 47隻に 58,835

千㌦、 陸上施設１ か所に 500千㌦を使用して総執行額は 59,335千㌦で、 使用残額 665千㌦は

不用額と し て処理」 さ れた 47。どちら も漁船の導入・ 建造に力点が置かれたが、それは請求権・

経済協力協定で韓国に無償供与さ れた３ 億㌦のう ち 9.1%（ 27,175,542 ㌦） が水産業に投下さ

れた資金でも同様であっ た 48。  

韓国漁業の発展をはかるこ と によ り 、李承晩ラ イ ン問題の根底にある「 日本漁業に対する不 

安感」 を解消して両国関係を好転さ せると いう 日本政府の配慮を、韓国は利用した。竹島の不

法占拠強化につながる 「 イ カ 自動釣漁船（ 100 ㌧級） 建造」 に、 日本から の「 漁業協力資金」

を韓国は使用しよう と し たのである 49。

46前掲註 『 時の法令 別冊 日韓条約と 国内法の解説』 頁。( 18)   40  
47前掲註 『 現代韓国水産史』 ～ 頁。( 6) 1304 1308  
48経済企画院編刊『 請求権資金白書』 年 月 ソウル によれば、「 請求権資金」 総額３ 億㌦のう( 1976 12  )
ち、 水産振興事業に 、 漁船導入・ 建造および改良に が使用さ れた ～ 頁 。 万3. 6% 5. 5% ( 378 379 ) 1191. 5
㌦が費やさ れた漁船導入・ 建造の対象と なっ たのは主に機船底曳漁船と 旋網漁船であっ た（ 頁）。158  

49前掲註 『 現代韓国水産史』 によれば、 近海用イ カ自動釣漁船は、 ～ 年の「 東海漁業開発計( 6) 1973 76
画」 の期間には「 漁業協力資金」 で建造さ れていない。 ～ 年の三次にわたっ て計 隻以上1977 79 144

万ドル が伊藤忠や丸紅から の借入金で建造さ れた（ 頁）。 一方、「 東海漁業開発計画」 の期( 291 ) 1306
間である ～ 年に、 韓国は近海用イカ自動釣漁船を 隻導入している（ 頁） が、 こ れは1973 76 68 1022
「 各種資金」 によると なっ ており 、「 漁業協力資金」 によるものかは不明である。  

―72―



４．竹島近海の日本漁船排除  

1978年５月、領海 12海里を暫定実施していた韓国は竹島近海で操業する日本漁船に退去を

命じた。 それは次の通り であっ た（ 1978年５ 月 15日付『 中国新聞』 広島）。

境港基地の島根、 鳥取両県約四十隻を含め百隻近い沖合スルメ イ カ漁船が竹島沿岸で操業の最中   

だっ た九日、 韓国軍艦が「 六㌋外」 への退去を警告、 十日には十二㌋に拡大さ れた。 四月三十日に

領海十二㌋を実施に移した韓国が、 竹島を対象にしているこ と がはっ きり し たのである。 スルメ イ

カ漁船は自主的に二十～三十㌋沖合へ 退避 し たが「 沖合にはイ カがいない」 と いう 悲惨な無電“ ”

も入っ ている。 日本漁船がいなく なっ た十二㌋内には二十㌧ク ラ スの韓国のサンマ漁船が百五十隻

近く 集結し 、 軍艦と 警備艇も残っ ていると いわれている。                          

1973年から 1982年まで開催さ れた第 3次国連海洋法会議は、 距岸 12海里までの領海と 距

岸 200 海里までの排他的経済水域の設定を沿岸国に認めた国連海洋法条約を採択した。 1977

年に米ソ両国が 200海里漁業水域設定を実施し 、日本も同年５ 月２ 日に「 漁業水域に関する暫

定措置法」（ 法律第 31号） を公布した。ただし 、同年６ 月 17日公布の同法施行令（ 政令第 212

号） では東経 135度以西の日本海と 東シナ海では漁業水域を設定せず、韓中両国の漁船に対し

ては漁業規制の適用を除外していた。また、日韓両国はと もに 1977年に領海を 12海里と する

法律を公布した。 韓国は翌 1978年４ 月 30日に領海 12海里を暫定実施し、 同年９月 30日に

完全実施した。韓国による竹島近海から のイ カ釣を主と する日本漁船の排除は、こ のよ う に海

洋法の枠組みが激変する中で行われた。

焦点と なっ た日本海沖合での日本のイ カ釣漁がさ かんになっ たのは、 1960 年代後半であっ

た。 以下はその概略である 50。

1961・ 1962 の両年に新潟の水産庁日本海区水産研究所と 関係各府県の水産試験場が参加し

てスルメ イ カ資源を調査し た結果、「 中央部の大和堆を中心と し た沖合水域における釣漁業の

可能性への期待が浮かび上がっ た」。その後 1964年頃から「 自動いか釣機械の導入にと もなっ

て、省力化が急速に進み、従来、多数の乗組員を必要と していたイ カ釣漁業も、少人数で簡易

に操業できるよ う になっ た。一方、加工技術の進歩によ っ て珍味加工原料と し ての需要が急速

に増大した」。 1967年には「 兵庫・ 鳥取の中型沖合底びき漁船（ 40～60㌧型） の一部が、底び

き漁業の閉漁期に当る夏季に、 沖合の大和堆漁場への出漁を試みて好成績をあげた」 51。 こ れ

に刺激さ れて 1968 年には「 西部各地の沖合底びき漁船のイ カ釣漁業への進出が急増し 、 こ の

年の出漁数は 170隻前後に達し 、 よ う やく 沖合イ カ釣漁業と して本格化した」。

1969年には「 西部の沖合底びき船を主体に、以西底びき漁船、サケ・ マス漁業から の転換に

よる 60～90 ㌧型の専業船の進出がめざまし く 、 こ れら を合わせた操業船は 400 隻を越した。

また、 こ の年の漁場は中央部の大和堆水域から 、秋季にはスルメ イ カ群の南下移動に対応して

日本海の南西海域に拡大さ れ、操業も５ ～11月の約７ カ月間に延長さ れ、沖合水域から のスル

50笠原昭吾「 近年の日本海におけるスルメ イ カ資源と 沖合いイ カ釣漁業の動向」（『 繁栄をもと めて いか 
釣漁業』（ 東和電機製作所 函館 年 月）。  1975 12  

51 年８ 月 日付『 京郷新聞』 には、「 試験船太白山号」 が「 大和堆」 でイ カ の大漁場を 「 発見」 し1967 29
た、こ こ では日本漁船百余隻が出漁中だと あり 、韓国が日本のイカ釣漁の動向を注視していたこ と がわ

かる。  
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メイカの漁獲量は４万㌧以上に達し、この年の日本海本州沿岸水域の漁獲量 2.5 万㌧をおおき

く上回った」。1970 年には「99 ㌧型および 100 ㌧以上の船型で急速凍結機を設備した新鋭の

イカ釣専用漁船が全国的に進出し」、「操業船は 1,200 隻となり、漁場も沿海州寄りの北部海域

へと拡大され、その漁獲量は７万㌧を越えた」。1971 年には「操業船は 2,000 隻前後、漁獲量

は約 12 万㌧に拡大し」、漁場は「カラフト西岸域にまで拡大され、日本海内において未利用漁

場は存在しない状態にまで開発が進められ各方面から注目をひく一大新興漁業に発展した」。  

日本海のスルメイカ漁獲量を示した〔図４〕でわかるように、漁獲量が最大となったのは 1972

年のことであった。近畿農政局作成資料によれば、1969 年から本格的な操業がはじまったと

思われる「竹島周辺」（竹島を中心とした約６万 の海域）でも、「西部日本海地域」５府県の

イカ漁獲量合計は、1971 に 40,745 ㌧、1972 年に 26,198 ㌧とピークを迎えた52。1971 年には

日本海のスルメイカ漁獲量の三分の一にもなり、「竹島周辺」で多くのイカ釣漁船が操業した。

1974 年頃まで「毎年５、６月の休漁期明けに竹島周辺に出漁した」出雲市在住の漁業者は、

「当時は、竹島から鬱陵島にかけて大小千隻ものイカ船が集中したものだ。島に近づくほどイ

カも豊富で、50～100 ㍍沖まで近づいて操業していた」という証言を残している53。1973 年の

「東海漁業開発計画」にある「イカ・サンマなど回遊性魚族は日本漁船団によって大量に漁獲

されている」という記述は、韓国水産庁の担当者が目撃したイカ釣漁の実態を反映していた。 

よって、韓国も竹島周辺での漁業振興に努力し、「一般漁業は慶北・鬱陵・江原等の地から 30

㌧未満の小型船が時々出漁操業している」にすぎない状況を変えようとした。「東海漁業開発

計画」にある 1973 年から 4 年間にわたる投資計画でイカ漁船の増強、とりわけ「イカ自動釣

漁船」の建造・導入計画が強調されているのはその表れであった。  

島根県水産試験場試験船「島根丸」に乗船して 1978 年 5 月 14 日に竹島を視察した新井 

都登司場長54は次のように語った（1978 年５月 17 日付『中国新聞』）。 

 

レーダー探索で、竹島の十二 内の船影をキャッチしたが、エコー（影）が薄く、集魚灯の光度

も低いので、おそらく韓国の小型イカ釣り漁船だろう。四十隻はいたと思う。光度が高いのですぐ

わかる日本漁船は、竹島から遠く離れた二十四 から五十 に百五十隻が点在し、夜釣りを続け、

なかには欝陵（うつりょう）島近くの海域で操業している船が五隻もいたのには驚いた。 

                  

竹島の近海 12  内に「韓国の小型イカ釣り漁船」が 40 隻はいたという証言に注目したい。こ

れは、韓国の竹島周辺での漁業振興策の成果を示している。  

「韓国沿岸で漁獲されるイカの年間総漁獲量は毎年継続的にわが国総漁獲量で首位に付け

ており、1965 年度には 68,398 ㌧で全国魚種別漁獲高の 17%を占めている。これらの大部分の

漁獲物は東海岸を中心とした一本釣漁業によって漁獲されている」55。「現在の一本釣から機械

                                                   
52前掲註(1)『竹島問題の起原―戦後日韓海洋紛争史―』370 頁参照。 
531987 年１月 13 日付『中国新聞』。 
54新井都登司はこの記事で「魚労主任時代の二十八年十月に竹島に初上陸しており、その後スルメイ

カ・サンマの漁場調査で数回竹島に接近している」と述べている。新井は 1953 年 10 月 21 日に島根県 

水産試験場試験船「島根丸」で竹島を調査して上陸し、1954 年３月 23 日にも竹島に上陸した（1954

年３月 25 日付『毎日新聞（島根版）』）。 

55朴注烈
パクチュヨル

「韓国東海産イカの生物学的研究」（国立水産振興院編刊『水産資源調査報告』７ 1967 年 12 月 

釜山）42 頁。 



化さ れた漁具漁法に改良さ れたなら ばイ カ の漁獲増強は必然的であろう 」 56。

こ のよ う な 1960年代の韓国のイ カ釣漁の状況は 1970年代末には次のよう に変化した。「 大

和堆近海と 鬱陵島～独島近海で夏季発生群（ ３ ～８ 月） と 秋季発生群（ ６ ～11月）、 冬季発生

群（ 11～２月）を主対象と して延べ 11,830隻が出漁、隻当たり 1,590㎏、一人当たり 19.8㎏、

総 18,790㌧を漁獲し 、平年（ 1975~1978年） 比、延べ出漁隻数 63%、総漁獲量は 13%減少し

たが、 一隻当たり 漁獲量 131%、 1 人当たり 漁獲量は 23%増加した漁況を見た。 こ のよ う な漁

況変動は資源密度が低い東海沿岸側漁場よ り も極前線が形成さ れた大和堆遠海漁場に大型船

が出漁、長期操業をしたこ と に起因する。」 57。沖合漁業への発展と 機械化が推進さ れたこ と が

わかる。

一方で、韓国は竹島近海で操業する日本漁船排除の姿勢を強めていっ た。1972年５ 月11日、

日本政府は駐日韓国大使館の一等書記官を外務省に呼んで「 日本領土である竹島の海域で漁労

する日本漁船を韓国警備艇が臨検または操業を妨害したこ と に対して厳重に抗議」 し た 58。 こ

の口頭抗議時に韓国に手渡さ れた外務省作成の同日付「 竹島周辺における韓国警備艇による日

本漁船臨検事件の概要」 59は次の通り であっ た。

船名

本船要目（ 船主） 発生日 発生場所

第 １ 共

栄丸

総㌧数： 99.9㌧

船長： S・ Y(38歳) 

（ F・ K 京都府竹野郡網野町）

５ 月６ 日 18:00

頃「 操業中」

（ 現認）

竹島東方４ 海里付近

操業中竹島の島影から警備艇が出て来て、第１共栄丸から約 0.5海里離れたと こ ろで

漂泊中のイカ釣り 漁船（ 200㌧位 船名番号不詳） に接舷した。状況を注視していたと

こ ろ、 約 30 分後に警備艇は該船から離れた。 その直後該船から韓国警備艇から の警

告と して無線電話により 「 日本イカ釣り 漁船に告ぐ 。 直ちに韓国領海 12 海里外に出

るこ と 。 再び領海を侵犯した場合は現行犯で連行する」 と 放送した。

第 58 興

運丸

総㌧数： 99㌧

船長： F・ T 

（ W・ K 新潟県柳島町 1-2-1）

５ 月７ 日 11:15

頃「 漂泊中」

竹島北西４ 海里付近

漂泊中韓国警備艇 871号が接舷しよう と し たが荒天のため接舷をあきら め

11:30頃離れていっ た。「 もやいを取っ てく れ」 と いう 意味のこ と を言っ ているのは分

っ たがそのほかの事は全く 分ら ず身振り 手振り も特になかっ た。拿捕の危険は感じな

かっ たが一抹の不安があっ た。

56朴
パク

周
チュ

錫
ソク

・ 朴注烈「 イ カ標識放流結果に対して」（ 前掲注 『 水産資源調査報告』 ７ ） 頁。( 55) 38  
57国立水産振興院編刊『 国立水産振興院年報』 年 月 釜山 頁。スルメ イ カ の「 夏季発生群」、16( 1980 10  ) 47
「 秋季発生群」、「 冬季発生群」 の三分類は日本の先行研究にすでにあっ た。前掲註 「 近年の日本海( 50)
におけるスルメ イ カ資源と 沖合いイ カ釣漁業の動向」 では「 冬生まれ群」 と 「 夏生まれ群」 に言及した

後で、「 秋生まれ群は、沖合漁場の開発によっ て新し く 漁獲対象になっ た資源であり 、昭和 年以降に47
おいては、日本海で漁獲さ れるスルメ イ カ の ～ ％を占める（ 略 筆者 ） など重要視さ れている」70 80 ― ―
と 説明している （ ～ 頁）。34 35  

58「 独島海域における我が国警備艇の任務遂行に対する日本側の抗議」（ 韓国外交史料館所蔵資料「 独島

問題 」（ 分類番号 登録番号 制作年度 生産機関： 東北亜課）） ～ コ マ。, 1972 : 743. 11JA : 5419 : 1972 16 17   
59前掲註 「 独島問題 」 ～ コ マ。 人名はイニシャ ルで表記した。 こ の資料は日本語である。( 58) , 1972 20 21   
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第 20 福

吉丸

総㌧数： 240㌧

船長： E・ T 

（ 丸中漁業(株) 宮城県塩釜市

港町）

５ 月７ 日 12:30

頃「 機関修理中」

竹島付近(位置関係調整中) 

機関修理中、 韓国警備艇 871号から口頭により 領海には入ら ないよう 注意を受けた。

他の調べはない。

第 ３ 豊

昇丸

49㌧ イカ釣り

船長： Y・ N 

(H・ T 長崎県下県郡豊玉村) 

５ 月６ 日 22:30

頃「 操業中」

竹島北西７ ～８ 海里付近

韓国警備艇（ 番号不詳） から 拡声器で 12 海里に入ら ぬよう 注意さ れ、 イ カ釣り 漁具

収容中該警備艇は接舷を試み、その際第３ 豊昇丸のブルワーク が破損した。また船長

は警備艇に移乗せよ、 無線で付近操業中の漁船に 12 海里から出るよう 連絡せよと 指

示さ れたもよう 。

第 38 浦

吉丸

99㌧ イカ釣り

船長： N・ I  

(浦吉漁業生産組合 島根県隠岐

郡西島町) 

５ 月８ 日 22:30

頃「 操業中」

竹島西南西６海里付近

韓国警備艇に接触さ れ、同艇の桟橋で今後韓国の領海を侵犯しない旨始末書を書かさ

れた。（ こ の前後５ 隻余り の日本漁船が始末書を取ら れた） (871号艇) 

海洋警察隊から 内務部長官宛の 1974 年６月３ 日付「 日本漁船独島近海侵犯にと もなう 措置

建議」 60には次の表が添付さ れ、「 東海漁業開発計画」 の初年度にあたる 1973年と 1974年の

状況がまと めら れている。

カ ． 日本漁船専管水域侵犯対比表

総出現隻数 追放隻数 自主退去隻数 検挙問隻数

73年度       126       97          24       5 

74年度（ ５ 月末現在）       129      127        2 

ナ． 74年５ 月末現在侵犯現況   

日時 場所 総出現隻数 追放隻数 検挙問隻数

5.2.18:00 独島東北方２㍄ 36 36  

5.3.21:30 独島東北方５～６㍄ 60 60  

5.4.19:15 独島東北方１～２㍄ 3 2 1 

60韓国国家記録院所蔵資料「 日本漁船の韓国領海および漁業専管水域侵犯， 」（ 管理番号1974 : DA0093942
生産年度 年 生産機関 東北亜１課） ～ コ マ。「 ラ 、 検挙船舶〇〇」 では「 自認書」 等で確認: 1974  : 52 55
できるものは漢字で船名を記した。「 第８ 助九郎丸」は本来こ の表にはなく 、「 自認書」により 追加した。

「 第８ 助九郎丸」 の臨検に対しては日本政府が不当であると 抗議し 、韓国政府が竹島は韓国固有の領土

であると し て反論、 さ ら には北朝鮮政府が韓国政府と 同じ立場で日本政府を非難した（ 年６ 月８1974
日付『 韓国日報』・ 同年６月９ 日付『 朝日新聞・ 東京本社版』・ 同年６月 日付『 朝日新聞・ 東京本社12
版 夕刊』）。   
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5.28.18:10 独島東北方４  30 29 1 

総計 ４回 129 217 2 

タ、73 年度侵犯現況  

 総出現隻数 追放隻数 自主退去隻数  検挙問隻数 

3.7.07:30         15            14       1 

3.17.07:00          5    5   

5.6.17:50         51      49        2 

5.16         10            10  

5.23         40      38        2 

11.3          5       5   

総計        126      97           24       5 

ラ、検挙船舶〇〇 

日時 位置 船名 ㌧数  備考 

1973.3.7.07:30 33-18N 126-06E 第 12 공부丸  114 雑魚 15 箱  

1973.5.6.17:50 37-17N 131-51-30E 第１대 공丸  98.75  

1973.5.6.18:00 37-18N 131-51-150E 대성 丸  99.96  

1973.5.23.23:00 37-17N 131-51-30E 第 13 海幸丸（長崎）  88.22  

1973.5.4.00:30 37-15N 131-47E 第 18 성민 丸  89.96  

1974.5.4.19:15 37-15-30N 131-51E 第 51 喜代丸（福岡）  98.16 イカ 150 箱  

1974.5.30.04:10 37-14N 131-43E 第 25 正一丸（青森）  99 イカ 2,000 箱  

1974.6.3.05:00 37-22N 131-51E 第８助九郎丸（神奈川） 96  

 

「ラ、検挙船舶〇〇」ではすべての漁船について、「違反事項」は「専管水域侵犯操業」、「措置」

は「自認書徴収追放」と書かれている。1965 年の日韓漁業協定では、距岸 12 海里までの漁業

水域（「漁業専管水域」や「専管水域」とも呼んだ）の設定が認められ、それを韓国は竹島にも

適用しようとした。しかし、竹島近海では日本漁船は海岸近くまで接近できたことが、漁業者

の証言で明らかになっている。そして、「竹島周辺における韓国警備艇による日本漁船臨検事

件の概要」では日本漁船が拿捕・抑留されてはいないこと、「日本漁船独島近海侵犯にともなう

措置建議」で日本漁船に対する措置が「検挙」から「検問」に手書きで訂正されていること、

常時日本漁船を「検問」していたわけはないこと、これらを見ると、1978 年までの韓国の日本

漁船排除の姿勢はまだ断固としたものではなかった。1977 年 2 月 8 日付『朝日新聞・東京本社

版』には「日韓両国が領有権を主張し、双方がそれぞれ同島周辺に十二 の漁業専管水域を設

けてはいるものの、最近は同漁場内での紛争も全然ない」という説明があり、紛争防止のため

に何らかの措置がとられていた可能性もある。 

 ところで、1978 年の竹島近海からの日本漁船排除については、以前から疑問があった。「西

部日本海地域」５府県の「竹島周辺」でのイカ漁獲量合計は、1971 年の 40,745 ㌧、1972 年の

26,198 ㌧から、1976 年の 5,713 ㌧、1977 年の 4,229 ㌧に激減した61。にもかかわらず、1978

                                                   
61水産庁研究開発部研究課編刊『いか釣漁業資源』（1976 年 11 月 東京）によれば、日本海海域のスルメ

イカ漁獲量は 1972 年の約 29 万㌧から、1973 年の 27.5 万㌧、1974 年の 24.1 万㌧、1975 年の 22.3 万



年５ 月には「 境港基地の島根、鳥取両県約四十隻を含め百隻近い沖合スルメ イ カ漁船が竹島沿

岸で操業」 し ていたのはなぜかと いう こ と である。

こ れについて、 日本海でイ カ釣漁に従事し 、 1978 年５ 月には水産庁監視船に乗っ て竹島で

の韓国による日本漁船排除を目撃した寺本勝彦（ 1936年生 松江市在住） は、次のよ う に語っ

た 62。「 魚は瀬に付く ものだから 竹島に集まっ ていたのだと 思う 。」「 竹島では昼釣り もできた。

他ではできない。 深い所から 上がっ て来る海流に乗っ て来るから だろう 。」 1973 年５月 29 日

付『 朝日新聞・ 大阪本社版（ 広島地方版）』 の記事「 複雑な領土 竹島」 には「 竹島の東北側の

海域は、船腹に日の丸を書込んだ日本のイ カ釣り 漁船でにぎわっ ていた」 と いう 説明の写真が

ある。集魚灯を使用して通常夜間に行われるイ カ釣漁を竹島近海で昼に行う 日本漁船群の姿は、

寺本の証言と 一致する。

近畿農政局作成資料にある 「 竹島周辺」 は九州と 四国を合わせたほどの広大な海域であり 、

こ の海域全体では少なく なっ ても、竹島近海と いう 狭い範囲には島根・ 鳥取両県だけでなく 他

県から もイ カ釣漁船が出漁するだけの資源はあっ たものと 考えら れる。

「 独島（ 竹島） 周辺の海は水深二〇〇〇メ ート ルにも及び、 また海流の関係か漁業資源はほ

と んどない。イ カ がと れた時期もあるが、回遊性の高いイ カはすぐ いなく なっ た。」 と いう 評価

がある 63。竹島周辺には大陸棚がほと んどなく 底曳網漁業の漁場ではないこ と は事実であるが、

「 海流の関係か漁業資源はほと んどない」と いう 記述は理解できない。本稿で紹介したよう に、

1970 年代には日韓両国の専門家が竹島周辺を南北の海流に乗っ た回遊魚の漁場と 考えていた

64。1970年代の「 竹島周辺」のイ カ漁獲量の激減から「 回遊性の高いイ カ はすぐ いなく なっ た」

と 評価したのは拙速に過ぎよう 65。

㌧と 減少した。資源状況への懸念から 、 ㌧以上の漁船に加えて、 年９ 月から「 ㌧以上 ㌧100 1972 30 100
未満の中型いか釣漁船についても農林大臣の承認制が導入さ れた。それに伴っ て、日本海いか釣漁業の

中核である中型漁船については３・ ４ 月の操業禁止期間と 操業禁止水域が設定さ れ、また漁獲物陸揚港

の指定などの規制措置が講じら れた」（ ８ 頁）。  
62 年６月 日と 同年７月 日に松江市で聞き取り 。 寺本勝彦は 年３月から 年４ 月まで2019 17 10 1969 1971

第１ 親和丸（ ㌧）・ 第８ 親和丸（ ㌧）・ 第 親和丸（ ㌧） でイ カ釣漁に従事した。水産庁の新鷹79 90 11 250
しんよう

丸（ ㌧） での勤務は 年６月 日から 年９月 日までだっ た。寺本は次のよう に語っ た。145 1975 25 1978 1
「 鬱陵島の近く でイ カ釣をした時の韓国の船は手釣で木造の ㌧程度、運搬船は ㌧程度だっ た。日10 30
本の中古ではない。日本船の集魚灯を頼っ て韓国船がやっ て来た。韓国船が釣り 出すと こ ちら は釣れな

く なるので竹島まで帰っ たこ と がある。監視船に乗っ ていた時に竹島で見た韓国の船は日本の中古で船

名も書き換えてなかっ た。」 年５ 月に日本漁船が竹島近海から排除さ れた時のこ と については、「 夜1978
に様子を見に行っ た。 場所は竹島の東側 ㍄ぎり ぎり の瀬の所だっ た。 韓国の艦艇は日本の船より 大12
き く 、水産庁の監督官も拿捕さ れるのではないかと 不安がっ ていた。海上保安庁の巡視船も遠く で見て

いるだけだっ た。」 と 回想した。  
63岩下明裕『 入門 国境学』（ 中公新書 年３月） 頁。 2016 116  
64前掲註 「 近年の日本海におけるスルメ イ カ資源と 沖合いイ カ釣漁業の動向」 にある図２～５( 50)
（「 図２ 日本海の夏における流動・ 水塊配置の海況模式図（ 長沼より ）」 頁 ・「 図３ 日本海の秋 ( 39 )  
における流動・ 水塊配置の海況模式図（ 長沼より ）」 頁 ・「 図４ 日本海における春～夏季スルメ( 40 )  
イ カ北上群の分布と 移動模式図」 頁 ・「 図５ 日本海における秋季スルメ イ カ南下群の分布と 移動( 41 )  
模式図」 頁 は海流と イ カ の回遊経路の相関性を示したもので、 両者と も竹島周辺を通っ ていた。( 44 )
前掲註 『 いか釣漁業資源』 には、「 日本海中・ 南西部から東シナ海北部にかけて」 が産卵場と 推定( 61)
さ れる秋生まれ群は、「 ５ 月頃になると 、 外套長 ～ ㎝に成長したものが、 日本海南西部の竹島周15 18
辺、 隠岐諸島～山陰沖合および能登半島～佐渡島近海を中心と し た対馬暖流沖合分支流域などで捕獲

さ れる」、「 南下主群は９月中旬～ 月頃には朝鮮半島東岸域と 対馬沿岸に、 一部は隠岐諸島周辺～山10
陰沿岸、 富山湾～佐渡島近海に達」 すると ある。 竹島近海での盛漁期は５月と 月前後であっ た。10  

65前掲註 の 年 月 日付『 中国新聞』 の記事では「 現在、 竹島の十二㌋以内には近づけない( 53) 1987 1 13
が、 それでも、 周辺水域では、 年間スルメ イ カ二千八百㌧、 ベニズワイガニ一万二千㌧の漁獲が揚が

っ ている」 と ある。 なお、 前掲註 『 入門 国境学』 には竹島の漁業資源に続けて李承晩ラ イ ン問題( 63)  
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おわ りに  

1965 年に日韓国交正常化が実現して日韓漁業協定が締結さ れるまでの間、 韓国が好漁場の

独占をめざして日本漁船を排除し よう と し たのは、主に済州島周辺から対馬周辺にかけての好

漁場であっ た。竹島周辺海域は李承晩ラ イ ン問題の焦点ではなかっ た。 こ の時期に竹島近海で

の日本漁船拿捕は確認できない。

し かし 、 1960年代末から竹島周辺海域は日本のイカ釣漁船の漁場と なり 、 1970年代になる

と 韓国も日本海の沖合漁業に本格的に参入するこ と になっ た。 1977～78 年の竹島問題をめぐ

る日韓の対立は、 竹島問題と 漁業問題が結びついたこ と に重要性がある。

竹島周辺海域での韓国漁業が未開発であっ た原因の一つは、自然条件の厳し さ にあっ た。本

稿で取り 上げた資料が示すよう に、 漁業者を保護するための竹島での施設建設は 1970 年代で

すら 難工事であり 、鬱陵島はもちろん慶尚北道も資金力と 技術力の不足から 実施できず、韓国

政府に着手を要望し た。

こ れを見ると 、前近代において鬱陵島の朝鮮人が容易に竹島での漁労ができたと は考えにく

い 。 韓国政府外交部ウ ェ ブ ページ 「 独島」 の 「 資料室」 に ある 「 鬱陵島の属島、 独島」

(ht tp://dokdo.mofa.go.kr /jp/pds/par t_l ist06.jsp)には、「 晴れた日には鬱陵島から望むこ と ので

きる独島は鬱陵島の属島と 認識さ れてきており 、昔から 鬱陵島の住民たちが漁業を営んできた

韓国の領土です。独島が鬱陵島から望め、鬱陵島の属島と さ れてきた事実は、以下のよう に韓

国と 日本の数々の史料を通じても確認できます。」 と あり 、 15件の資料が例示さ れている。 し

かし こ れら のう ち 19 世紀までのものに、 竹島で「 鬱陵島の住民たちが漁業を営んできた」 具

体的な記録はない。

1977～78 年の日本と の対立を契機に、 韓国は大韓帝国政府が竹島を管轄下に入れたと する

1900年の「 勅令 41 号」 を新たな「 根拠」 と するこ と になっ た。 1980年代後半には、 明治政

府が竹島を日本領土外と し たと する「 太政官指令」も知るこ と と なっ た。竹島不法占拠の強化、

新たな「 根拠」 による竹島領有主張の再構築が行われ、 1980 年代の竹島問題は新段階に入っ

た。 さ ら に日本海における漁業問題が加わり 、 竹島問題は複雑さ を増していく のである。

①についての説明があるが、 疑問点が多い。 「 李承晩ラ イ ンを越えたと し て多く の日本漁船が拿捕さ
れたのは事実だが、 こ れは竹島近海ではない。 ほと んどが漁業資源の豊穣な対馬沖である」 と ある

（ 頁 ～ 行） が、 韓国が日本漁船を拿捕したのは済州島周辺から対馬にかけての水域が主であ116 14 16
っ て、「 対馬沖」 だけではない。 以西底曳・ 以西ト ロール漁船の操業許可水域は東経 度 分（ ＝128 30
五島列島の西側。 年９ 月までは東経 度） 以西の海域であっ た。 旋網漁業の好漁場は済州島東1952 130
方の海域であっ た。 対馬近辺で拿捕さ れたのは延縄漁船と 沖合（ 以東） 底曳網漁船であるが、 こ れら

もこ こ だけで拿捕さ れたわけではない（ 拙稿「 年代の韓国の日本漁船拿捕について」（ 九州大学1960
朝鮮学研究会編刊『 年報 朝鮮学』 年 月 福岡））。 こ の記述では、 済州島周辺およびその西 21 2018 12  

②南方の海域の漁業資源を独占しよう と し た韓国の意図がわから ない。 「 当時は日本の漁業が韓国を

圧倒し 、 韓国沿岸近辺にまで押し寄せており 、 それをどのよ う に食い止めるかが韓国にと っ ての喫緊
の課題であっ た。 日本は自粛ラ インを引いて韓国沿岸に立ち入ら ないよう にし ていたほどである 」 と

ある （ 頁 １ ～３ 行」） が、「 自粛ラ イ ン 」 の意味が不明である。「 当時」 と は李承晩ラ イ ンをめぐ117  
る紛争の時期（ ～ 年） と 解さ れ、 その時に「 自粛ラ イ ン 」 はない。 年の日韓漁業協定で1952 1965 1965
設定された距岸 海里の漁業水域が該当するのかもしれないが、 海里漁業水域は「 一方の締約国12 12
が 略 他方の漁船が漁業に従事するこ と を排除する」 水域（ 第１ 条第２ 項） であっ て、 排除の主体は( )
韓国なので日本が操業を「 自粛」 し たと は言えない。 日韓漁業協定で距岸 ～ 海里に設定さ れた12 40
「 共同規制水域」 は「 両締約国は、 共同規制水域においては、 略 漁業規制措置を実施する」（ 第３( )
条） と あるよう に、 資源状況をふまえた合意の上で、 平等な立場で日韓双方が規制を行う ものであっ

た（ 例えば総漁獲量は双方と も 万㌧を基準にし ていた）。 日本の一方的な「 自粛」 ではなく 、「 韓国15
沿岸に立ち入ら ないよう にし ていた」 ものでもない。 また、「 当時は日本の漁業が韓国を圧倒し 、 韓国

①沿岸近辺にまで押し寄せており 」 と いう 記述と 、 の部分と の整合性も問題になる。「 対馬沖」 は「 韓

国沿岸近辺」 ではない。  
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〔 図１ 〕「 サバ巾着網漁業 4290年度主要漁場図」

出典： 海務庁水産局・ 中央水産試験場編刊『 水産資源調査報告 第二号』（ 1958年９ 月）
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〔 図２ 〕「 試験操業海域図」

出典：「 鬱陵島および独島漁業開発調査  1970.6 水産庁」
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〔 図４ 〕「 日本海におけるスルメ イ カ漁獲量の経年変化」

出典： 水産庁研究開発部研究課編刊『 いか釣漁業資源』（ 1976年 11月 東京）
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〔補論 韓国の竹島問題への認識〕 

 

本稿を作成する過程で検討した韓国政府所蔵資料には、本稿で引用した部分の他にも、竹島

問題に関する重要な論点が含まれている。それらをここで紹介したい。  

 

１．日本の統治終了直後の鬱陵島の朝鮮人の竹島認識  

慶尚北道作成と思われる、1948 年６月の米軍機による竹島爆撃事件についての「経緯報告」

（本稿註(8)（60 頁）参照）には、「解放後 陵島（鬱陵島のこと―筆者補註―）民は本島（竹

島のこと―筆者補註―）の所属が不分明であるため漁獲
マ マ

上躊躇したので、当時の島司は本島領

有権の確認を政府に申請」したという文言がある。「本島の所属が不分明」なので竹島での漁労

をためらったということから、日本の統治終了直後の鬱陵島の朝鮮人は、竹島が日本領である

可能性もあると考えていたことがわかる。 

鬱陵島から引揚げた日本人の証言にあるように、竹島を管轄するのは朝鮮総督府ではなく島

根県であったことを、鬱陵島民は知っていた66。竹島が日本領である可能性もあるという「国

境の民」の現実に根差した認識は、不法占拠が進む中でその後は見られなくなっていく。日本

への強い対抗意識に根ざす「独島は日本の韓国侵略の最初の犠牲物だ。解放とともに独島はふ

たたび我らの懐に抱かれた」67といった叫びの前には息を潜めざるをえなかったであろう。  

また、本稿で取り上げた朝鮮（韓国）人の竹島での漁労に関する記事等のうち、(2)「欝陵島

に無人島発見 我が所有が明確！」（1947 年 6 月 20 日付『嶺南日報』）は、「祖国回復とともに

地図上に現れていなかった無人島が我々の領土であることを証明された気持ちのよい朗報が

ある」と始まる。「朗報」とは、「韓国未當時鬱隆
ママ

島郡主から朝廷に報告した書類」とあるので、

1906 年の沈興澤鬱島郡守の報告書を確認したことであろうが、大邱にあった『嶺南日報』の記

者が、竹島をそれまで認識していなかったと思われる点は興味深い。この記事は、日本の統治

終了後の南朝鮮・韓国の新聞記事としては、(1)とともに、竹島を記録したもっとも早いものと

                                                   
66鬱陵島友会編刊『欝陵島友会報』3（1965 年 11 月）には「同島は島根県の管轄下に在り、魚介海草の

漁獲採取はすべて島根県の許可を得るに非ざれば不可能であり、鬱陵島よりアワビ、サザエ、テングサ、

ワカメ等の採取に行く者すべて島根県の許可所有者に入漁料を支払って行ったものである。」とある（29

頁）。また、 2019 年５月 10 日に松江市で鬱陵島からの引揚者（西濱一男（1932 年生）・門脇タカ子

（1934 年生）・門脇秋枝（1940 年生）。三人は兄弟である。）に聞き取りをしたところ、西濱一男は、鬱

陵島から竹島への出漁は誰でもできるわけではなく、特別に許可された家だけができることは鬱陵島の

人たちはわかっており、子供でも知っていたと語った。西濱家は、竹島での漁業権を隠岐の漁業者から

私的に買って竹島でアワビ等を採取していた缶詰製造業者奥村家の隣家に住んでいた。なお、門脇タカ

子は 1945 年に船に乗って日本に帰還した時、大人たちが竹島を見て「ここまで来ればもう日本だ」と

話したのを聞いたと語った。奥村家の竹島出漁については拙稿「竹島問題と日本統治期の朝鮮水産開発」

（島嶼資料センター編刊『島嶼研究ジャーナル』6-2 2017 年３月）参照。 

67この文章は元外務部長官の 卞
ピョン

榮
ヨン

泰
テ

が 1963 年２月８日付『韓国日報』に寄せた「独島問題に関して」の

一節である。この後に「この島に手を付ける者は全韓民族の頑強な抵抗を覚悟せよ。独島は数個の岩で

はなく我が同胞の栄誉の錨(いかり)だ。これを失ってどうやって独立を守るのか。日本が独島奪取をも

くろむのは韓国再侵略を意味するものだ。」と続く。この文章は、この年の１月に大野伴睦自民党副総

裁が「竹島共有論」を述べたと報道されたことに反発して書かれた。元外務部長官の金東祚
キムトンジョ

は『回想 30

年 韓日会談』（中央日報社 1986 年 11 月 ソウル）で、国際司法裁判所への付託を拒否した 1954 年 10

月 28 日付韓国政府口上書の一節として引用し(80 頁)、前掲註(1)『領土ナショナリズムの誕生‐「独

島／竹島問題」の政治学』でもそのように説明されている(278 頁)が、誤りである。「独島問題に関し

て」には、韓国政府口上書にはない「解放とともに独島はふたたび我らの懐に抱かれた」という部分が

追加されていることが注目される。 



 
 

思われる。2019 年改訂の東北アジア歴史財団編刊『日本偽りの主張  独島の真実』では「独島

は韓国漁民たちの重要な漁労活動区域だった」とあるが（22 頁）、日本の統治終了直後にその

ような実態があったのか、検討する必要がある。  

 

２．日本政府第 4 回見解への反論をめぐって 

1969 年に韓国政府外務部東北アジア課が作成した「日本側の独島問題介在企図」に添付さ

れた「独島問題の経緯および解決方法」（本稿 62 頁）の「２．韓日間の条約および諸協定の調

印と独島問題」には、1965 年に日韓会談が妥結して日韓国交正常化が実現した時の竹島の取

扱いについて、見逃すことのできない記述がある。（下線は筆者による）  

 

   (1)過去韓日会談の交渉過程において日本側は独島問題を韓日間の懸案問題に組み合わ

せて一括解決することを主張してきたが、韓国側は独島が、現在我が国が独島に対し

て実効的な主権を行使しているように我が国の不可分の領土だという事実を○○○○

すると同時に、いかなる場合にも独島問題は韓日会談の懸案とすることはできないと

いう立場を継続して維持してきた。このような独島問題に対する韓日両国の相異なる

主張は韓日間の条約および諸協定に対する正式調印直前までも対立していたが、①最

終段階で日本側が独島領有権に関する自国の主張の不当性を認めて調印が可能になっ

たのである。  

    したがって 1965 年６月 22 日の韓日間の条約および諸協定の調印と同時に交換された

②“紛争の解決に関する交換公文”には独島問題はまったく含まれていないのは自明

の事実だ。 

 

下線部①の、日韓基本関係条約および諸協定調印の前に日本が竹島問題に関する「自国の主張

の不当性を認め」た事実はない。下線部②の「紛争の解決に関する交換公文」（以下「交換公文」

と略記する）の「紛争」に竹島問題は含まれないという主張も誤りである。 

「交換公文」は「両国政府は、別段の合意がある場合を除くほか、両国間の紛争は、まず、

外交上の経路を通じて解決するものとし、これにより解決することができなかった場合は、両

国政府が合意する手続に従い、調停によって解決を図るものとする。」がその文言である。調印

式直前に佐藤栄作首相が李東元外務部長官に対してやむをえないと述べた（日本の主張の「不

当性を認め」たのではない。）のは「交換公文」中の「紛争」に竹島問題は含まれないと議会答

弁するなど、韓国政府が日韓条約反対運動に対応するため、国内向けに日本政府とは異なる説

明をすることであった68。「交換公文」の「紛争」に竹島問題は含まれており、日韓両国には竹

島問題解決の義務がある。 

  

「２．韓日間の条約および諸協定の調印と独島問題」には続けて次のように記述がある。  

 

  (2)韓国領土である独島領有権に関する論議はさる６月 22 日の韓日間の条約および諸協定

                                                   
68前掲註(1)『竹島問題の起原―戦後日韓海洋紛争史―』第 10 章、および拙稿「慶尚北道独島資料研究

会の「竹島問題 100 問 100 答批判 ２」―竹島問題研究会第３期最終報告書附録―に対する反論」

（『第４期「竹島問題に関する調査研究」中間報告書』島根県総務部総務課 2019 年３月）参照。 



の調印を契機に完全に終結したので、 1962 年７ 月 13 日付で日本側が提示した独島領有

権に関する日本政府の見解に対し てはいかなる抗弁書も発送する必要はなく 、 し たがっ

てこ れを黙殺するのである。

それまでの三回にわたる日本政府見解への対応と は異なり 、1962年７ 月 13日付の日本政府第

４ 回見解に対する 1965年 12月 17日付の韓国政府口上書には、日本政府見解に反論する見解

は添付さ れていなかっ た。その理由についての説明である。 1965年の「 交換公文」 の「 紛争」

に竹島問題は含まれていないと 日本は認めた、よ っ て竹島問題は存在しないのだから もはや反

論の必要はない、こ のよう な論理になっ ている。「 交換公文」 の解釈がすでに誤り であるためこ

の説明は成り 立たない。韓国政府口上書に日本政府見解への反論がなかっ たのは、日本政府見

解を論破できなかっ たためと 考えざるをえない 69。

外務部東北アジア課起案の 1965 年８月 18 日付「 独島領有権に関する日本側主張に対する

反駁書作成」 70では次のよう な説明がある。

２ ．前記日本側口述書（ 1962年７月 13日付日本政府見解 筆者補註 ） に対して再反― ―

駁書を作成しよう と 、当部（ 外務部 筆者補註 ） は李丙燾博士、申奭鎬教授、李漢― ―

基教授の三名を 1963 年６ 月 19 日に招致し 、 こ の間に韓日両国間で応酬さ れた独島

領有権に関する資料を提供して反駁書作成を依頼しまし た。 その後三名を 1964年３

月 14日、 1964年６ 月 17日にも招致して反駁書作成を督促し たのです。（ 1964年３   

月 14日には調査費〇〇１ 万㌆ずつ支給した）

３ ． いま だ 我が方の反駁書原稿が作成さ れて いないこ と に鑑み、   1965 年８ 月に     

前記三名と 朴観淑氏を招致し て反駁書原稿を速やかに作成するよ う 再度要請するの

はいかがかと 建議し ます。

４ ．反駁書原稿の速やかな作成のため研究調査費〇〇それぞれ次のよ う に特殊外交交渉   

費のう ち情報費から 支給するのはいかがかと 建議し ます。

李丙燾博士          ₩20,000 

申奭鎬教授          ₩20,000 

李漢基教授   ₩   

朴観淑教授   ₩20,000 

委嘱経費    ₩20,000 

合計     ₩80,000 

申奭
シンソク

鎬
ホ

は「 独島所属に対し て」（ 朝鮮史研究会編刊『 史海』 １  1948 年 12 月） の著者であり 、

李丙燾
イ ビ ョ ン ド

と 李漢基
イ ハ ン ギ

は 1959 年 1 月 7日付の韓国側第 3 回見解の作成を委嘱さ れた経歴があっ た。

彼ら は竹島問題に関する韓国の理論的支柱であっ た。 その彼ら が、 1963 年以来三回にわたる

69日韓間の論争については、 拙稿「 竹島問題に関する日韓両国政府の見解の交換について 上 」（ 島嶼( )
資料センタ ー編刊『 島嶼研究ジャ ーナル』 年 月） および、 拙稿「 竹島問題に関する日韓7-1 2017 10
両国政府の見解の交換について 下 」（ 島嶼資料センタ ー編刊『 島嶼研究ジャ ーナル』 年( ) 7- 2 2018 3
月） 参照。  

70前掲註 「 独島問題 」 ～ コ マ。( 10) , 1965-71 40 41  
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外務部の要請にもかかわら ず反論を作成できなかっ たのである。

1964年３月 14日の会合の一週間後の 21日に起案さ れた外務部長官から駐日大使宛の「 独

島に関する資料複写依頼」 71では「 反駁書の作成に必要」 と し て、 島根県教育会編刊『 島根県

誌』（ 1923年６ 月） にある中井養三郎の「 り やんこ島領土編入幷ニ貸下願」 の関連部分の複写

物の送付を求めた。 こ の資料は韓国政府が第１回と 第２ 回の見解で取り 上げ、日本政府が主張

の誤り を指摘したものであっ た。

また、 外務部長官から民団西宮支部長宛の 1964 年６ 月 21 日付「 独島に関する参考資料受

付」 72では林子平の「 三国通覧図説」 送付への謝辞が述べら れた。 駐日韓国大使から 外務部長

官宛の 1965年８ 月 24 日付「 独島に関する記事抜粋送付」 73には、 同年８ 月 24日付『 エコ ノ

ミ スト 』（ 毎日新聞社） の記事「 林子平の竹島地図」 が添付さ れていた。韓国政府が関心を示し

たのは林子平作の「 三国通覧輿地路程全図」 であっ たが、実はこ の地図は、第１回見解作成過

程で証拠と しては弱いと 考えたのか見解に盛り 込むこ と を見送ら れたものであっ た。

こ れら を見ると 、韓国が竹島領有の新たな「 根拠」 を見出していたと は思われない。 そもそ

も、日本の文献に竹島が日本領でないと 書いてあると 強調するだけでは韓国の竹島領有権を証

明できるはずはなかっ た。

ただし 、1965年夏の時点では韓国政府は反論作成をあきら めていなかっ たと 思われる。1965

年６ 月３ 日付「 独島問題の再検討」 74と いう 、 大統領秘書室作成と 推定さ れる朴正熙大統領へ

の報告がある。 こ こ では論点が三つに分けら れ、 それぞれ検討結果が記さ れているが、韓国の

竹島領有の正当性への疑いは見ら れない。

「 独島問題の再検討」 では、 まず「 歴史的事実に関しては充分に意思表示ができているので

客観的な資料は日本に決定的に不利」 と ある。「 独島問題の再検討」 の大部分は戦後の日本の占

領と その処理の説明に紙数を割いているため、「 歴史的事実」 の意味が不明である。 17世紀の

米子の大谷
お お や

・ 村川家の竹島での漁猟や同世紀末の「 元禄竹島一件」 をめぐ る日朝間の交渉を指

すのなら ば、当時の朝鮮政府が竹島を自国領であると「 意思表示」し た事実はない。次に、「 190

4
ママ

年の独島の日本編入の有効性」 については、「 日本の侵略がその当時日本によっ て正当化さ れ

るよ う 措置〇〇〇に照ら して問題なし 」 と ある。 1905 年の竹島編入を日本の朝鮮半島侵略の

一環と してその無効を主張し たものと 思われるが、 1905 年より 前に朝鮮半島にあっ た政府が

竹島を領有していた事実はなかっ た。日本側第４ 回見解で強調さ れたよ う に、 こ の検討結果も

誤り であっ た。

そし て、「 対日講和条約における独島の地位の問題に関し ては、 さ ら に細密な研究検討が要

望さ れる」 と ある。 SCAPI N677 によっ て「 独島が日本の領土から除外さ れたこ と が明示さ れ

たが、 ふたたび日本に帰属したと いう こ と を明示し た文書は存在しない」 と 力説したものの、

サン フ ラ ン シスコ 平和条約に明記さ れた朝鮮に属する島には竹島がないこ と に不安を感じ た

71韓国外交史料館所蔵資料「 独島問題 」（ 分類番号 登録番号 制作年度, 1960- 64 : 743. 11JA : 4568 : 1964 
生産課： 東北亜州課） コ マ。192  

72前掲註 「 独島問題 」 ～ コ マ。( 71) , 1960-64 204 205  
73前掲註 「 独島問題 」 ～ コ マ。「 林子平の竹島地図」 では「 竹島 （ 韓国の呼称は独( 10) , 1965-71 43 44 “ ”
島） について、 明瞭に朝鮮領と 記載」 と いう 説明があり 、「 竹島の帰属をめぐ っ て日韓条約の批准にも

微妙な影響を投げかけそう である」 と 結んで、 読者をミ スリ ード し ていた。 言う までもなく 、 江戸時

代に「 竹島」 と 呼ばれていたのは現在の竹島ではなく 鬱陵島である。  
74前掲註 「 独島問題 」 ～ コ マ。 なお、 こ の報告は６月 日に写本が外務部に送ら れ( 10) , 1965-71 20 25 18
ているが、 こ の前日から日韓間で「 交換公文」 の作成作業が始まっ ていた。  
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のであろう 。「 対日平和条約における独島の地位を再検討し 、 必要に応じ て米国の見解を確認

せねばなら ない」 75と 建議さ れた。 サン フ ラ ンシスコ 平和条約において竹島を日本領に残し た

「 米国の見解」 は、 1951 年８月 10 日と 1952 年 12 月４日の二度にわたっ て米国政府から 韓

国政府に伝えら れた。 なぜそれを 1965年の韓国政府が認識していなかっ たのか、 謎である。

以上でわかるよ う に、「 独島問題の再検討」 の検討結果はすべて成り 立たない。しかし 、その

問題点を指摘する声は残さ れていない。 それまでの日本と の論争で得た情報や米国の方針が、

韓国政府内で共有さ れていたと は思われない。あるいは、共有さ れたと し てもそれを無視する

方針が決定さ れていたのかもしれない。

1965年９月 29日、 韓国政府は元容奭
ウォンヨ ンソク

無任所長官の主宰で、 李丙燾、 申奭鎬、 朴観淑
パククァ ンスク

ら 10

名を招いて「 独島に関する冊子発刊に対する懇談会」 を開催した 76。懇談会では、冊子は「 独島

が韓国の領土であるこ と を明ら かにする 」 ため、 歴史、国際法、地理または地政学などの諸分

野から 「 多角的に考察論証した総合的な単行本」 と する と さ れた。 さ ら に「 独島に関する研究

書を発刊し てできるだけ広く 海外に宣伝するよう にすると いう 意見も」 出さ れた。

1965 年 11 月に大韓公論社から 『 独島』 が刊行さ れた。『 独島』 は懇談会の成果物と 考えら

れるが、 日本政府第４回見解への反論ではなく 、 主に 1960 年代の刊行物に掲載さ れた竹島問

題に関する論文・ 記事を再録し た書籍であっ た。韓国政府は、国内および海外での竹島問題の

広報に力点を置く こ と にし たのであろう 。

日韓基本関係条約および諸協定の批准式の前日である 1965年 12月 17日付で外務部東北ア

ジア課が起案し た「 独島領有権に関する日本側政府口上書の処理」 77には次のよ う な説明があ

る。

４ ． 本件に関連し て日本政府は独島に対する領有権を不当に主張する口述書を幾度も   

（ 詳細は別添）我が政府に送っ てきています。我が政府はその度に反駁してきまし た。

（ 略 筆者 ） こ のよ う な文書に対する反駁文書は今まで約３ 年程度の間隔を置いて― ―

75こ の後に「 こ れはポツダム宣言以来対日平和条約に至るまでの日本の領土条項を研究検討すると いう

こ と 」 と 補足さ れている。 もし こ の問題意識がその後継続したのなら ば、 年４ 月 日付の『 読1978 30
売新聞・ 東京本社版』 の記事「 講和条約、 緊迫の舞台裏 米、「 竹島領有」 退ける」 で報道さ れた、 

年の米国外交文書が公開さ れ、 竹島領有を求める韓国の要求を米国が拒否し 、 サンフ ラ ンシスコ1951
平和条約で竹島が日本領に残さ れた経緯が明ら かになっ たこ と は、 韓国政府にと っ て不都合な事態で

あっ たに違いない。 年５ 月の韓国の竹島近海から の日本漁船排除は、 米国外交文書（ と り わけ1978
年８月 日付「 ラ スク 書簡」） の公開に対応して不法占拠を強化しよう と し たのではないかと い1951 10

う 山﨑佳子の指摘がある。 なお、 竹島への接近許可範囲が 海里から 海里に縮小さ れた 年の12 3 1949
に、 日本船舶の「 職員は重大非常事態であっ て、 緊急立入以前に地方当局から立入許可SCAPI N-2046

が得ら れている場合を除いては右の如何なる陸地にも上陸したり 、 同地域の如何なる住民と も接触し

てはなら ない」 と あるこ と について、「 独島問題の再検討」 には、 日本人が竹島の「 ３ 海里以内に接近

しよう と すれば韓国当局の許可が必要と いう こ と だ。 こ こ で注目する点は、 ３ 海里や 海里と いう 概12
念は国際法上の領海の概念だ」 と いう 説明がある。 漁業問題から設定さ れたマ ッ カ ーサーラ イ ンを強

引に領土問題に結び付けよう と し ているが、 根拠と なる資料は示さ れていない。  
76前掲註 「 独島問題 」 ～ コ マ。 元容奭は 年の日韓農相会談の時の農林部長官で( 10) , 1965-71 56 60 1964

あっ た。 他に李
イ

崇
スン

寧
ニョ ン

、 朴庚來
パクキョ ンネ

、 黄相基
ファ ンサンギ

ら が懇談会に招かれた。  
77前掲註 「 独島問題 」 ～ コ マ。 こ の方針は外務部長官の裁可を得た（ 前掲注 「 日( 10) , 1965-71 65 66 ( 17)
本側の独島問題介在企図」）。 文中の「 反駁文書は今まで約３ 年程度の間隔を置いて送付したのが慣

例」 と は、 年の日本政府の第３回見解に韓国政府が 年に反論し 、 それに対して日本政府が1956 1959
年に第４ 回見解を送付したこ と を指すと 思われる。 しかし それ以前の見解の交換が３年の間隔を1962

置いていたわけではない（ 第１ 回の交換は 年、 第２ 回は 年）。1953 1954  

―88―



送付したのが慣例なので、 同（ 1962 年７ 月 13 日付日本側第 4 回見解に対する―筆者

補註―） 反駁覚書の草案の作成を国内の著名な歴史学者および国際法学者たちに依頼

しています。

   ５ ． しかし、 来る 18 日の韓日両国間の国交正常化を前にして、 国交正常化後には本件

に関する日本政府の不当な主張を一切封鎖するために、 国交正常化以前に独島領有権

に対する日本の主張に反駁して本件を完結することを確実にしよう と下記のよう な方

針で本件を処理するのはいかがと裁決されることを願います。

 (1)1965 年12 月17 日付の駐日代表部口述書で 1962 年７ 月13 日付日本外務省口述書

に言及して、何度も明らかにしたよう に独島は我々の固有の領土であって日本政府の

不法不当な主張はまったく 考慮の対象にならないと いう 内容を日本政府に伝達し て

本件は完結するよう にする。

 (2)今後独島の領有権を主張するいかなる日本政府の外交文書も、 これを一切黙殺する

ことにする。

       (3)独島に対する我が警察の警備は引き続き万全を期する。

国家間に紛争があるかないかは、 客観的に判断されるべきものであり 、 当事国の一方が「 存在

しない」 と言えば紛争がなく なるわけではない。 この文書にある「 本件を完結することを確実

に」 する韓国政府外務部の一方的な方針は誤り である。

 そして、 日本政府第４ 回見解への反論が、 韓国政府の「 国内の著名な歴史学者および国際法

学者たち」 への要請にもかかわらず、 結局作成されなかったことが重要である。 1965 年12 月

17 日付口上書には日本側見解への反論はなく 、「 独島は大韓民国の領土の不可分の一部であっ

て大韓民国の合法的な領域管轄権の行使下」 にあると述べた78。 韓国の竹島不法占拠を既成事

実として強調し、 日本に認めさせよう としたのである。

 なお、 外務部東北アジア課は外務部邦交局（ この中に条約課があった） 宛の 1965 年 10 月

14 日付「 独島に関する紛争」 79で、 日本の国会では日韓間には竹島問題という 紛争が明白に存

在し、「 交換公文」 の内容に従って問題を解決せねばならないという 論議が行われていると述

べ、 それに対応する国際法的な理論の研究を求めた。 1965 年12 月作成と推定される「 独島問

題の経緯および解決方法」 にある、「 交換公文」 の誤った解釈を根拠に竹島問題は日韓国交正常

化時に解決されたという 主張は、 1965 年のこの時点ではまだ形成されていなかった。

３．「勅令 41 号」の「発見」 

1977～78 年以降、韓国の竹島問題研究は量的・ 質的に変化した。韓国政府外務部は1977 年

７ 月に『 独島関係資料集(Ⅰ) －往復関係文書(1952～76)－』 を、 同年８ 月には『 独島関係資料

集(Ⅱ)－学術論文－』 を刊行した。 後者に収められた 26 本の記事・ 論考は1960 年代がほとん

どで 1970 年代のものは見られず、 朴
パク

大錬
デ ヨ ン

・ 朴秉
パクビョ ン

陽
ヤン

編『 独島』（ 大韓公論社 1965 年 11 月 ソ

78前掲註( 10) 「 独島問題, 1965-71」 68 コマ。 この主張は1959 年の韓国側第３ 回見解に端緒が見られ、

1964 年３ 月18 日・ 1965 年５ 月６ 日・ 1969 年11 月25 日・ 1970 年11 月24 日・ 1971 年10 月12 日・  

1972 年５ 月15 日・ 1972 年12 月11 日・ 1973 年５ 月７ 日・ 1975 年11 月24 日・ 1976 年12 月２ 日付の

韓国政府口上書に同様の表現がある（『 独島関係資料集(Ⅰ)  －往復外交文書(1952～76)－』 276・

281・ 285・ 288・ 292・ 296・ 298・ 301・ 304・ 310 頁）。  
79前掲註( 10) 「 独島問題, 1965-71」 64 コマ。  



ウル）所収の13 本がそのまま掲載された80。1970 年代の竹島問題研究の停滞をう かがわせる。

しかし、 これ以後竹島問題に関する記事・ 論考は増加していく 81。

質的な面で重要なのは、『 独島関係資料集(Ⅱ)－学術論文－』 所収の李漢基「 独島」（「 法学博

士学位論文「 韓国の領土」 中第 2 章 独島部分 1969.8」 と題目に付記されている） にあった、

鬱陵島を鬱島に改称して島監を郡守にした 1900 年10 月 25 日公布の大韓帝国「 勅令 41 号」

にある「 石島」 が「 独島」 にあたるとし、 鬱島郡の管轄区域に竹島があったという 主張82（ 64

頁） が、 韓国の竹島領有の「 根拠」 に加わったことである。

「 独島」 の語源を「 石島」 とする説は、 1948 年6 月13 日付『 漢城日報』（ 漢城日報社 ソウ

ル） の「 独島はわが地 原名はト ルソム（ 石島）」 が早期の例と思われる。1953 年の韓国側第１

回見解でも、「 独島」という 名称は「 石島＝ト クソム」に由来する（ 慶尚道方言で「 ド ク」は「 石」

「 岩」 を意味する） という 説明が行われたが、「 勅令41 号」 第二条「 郡庁は台霞洞に置き区域

は鬱陵全島と竹島石島を管轄すること」 の「 石島」 を「 独島」 とする主張はまだなかった。

1977 年３ 月10 日付『 淑大新報』（ 淑明女子大学校新聞社 ソウル） に掲載された朴観淑（ 延

世大教授・ 法学）「 国際法上から見た独島領有権」 と 李鉉淙
イヒョ ンジョ ン

（ 国史編纂委員会編史室長）「 独島

領有権の史的考証」 は３ 回にわたる韓国政府の見解をまとめたものであったが、「 勅令41 号」

を「 根拠」 にしてはいなかった。

韓国政府内務部が 1979 年３ 月５ 日に外務部長官に送付した「 独島領有権問題に関連した島

嶼名」 には、 各地の「 石」 や「 独」 を含む名称の島の調査結果の一覧表が添付されていた83。

おそらく 、「 勅令41 号」 を竹島領有の「 根拠」 とするための調査が行われたのであろう 。

1987 年12 月に刊行された『 地名由来集』（ 同書編纂員会編 建設部国立地理院刊） では、「 独

島」 について「 本来、 石でできた島なので慶尚道の方言で‘ ト クソム’〔 ト ルソム〕」 と言って

いたのが‘ 独島’ になったのだ。 漢字では‘ 石島’ と言った。」 と述べ、「 勅令41 号」 の「 石

島」 は竹島であると説明がある(334 頁) 84。 1980 年代、「 勅令 41 号」 は韓国政府の刊行物に

80『 独島』 所収の朴庚來「 独島領有権の史・ 法的な研究」 と『 独島関係資料集(Ⅱ)－學術論 文－』 所収
の朴庚來「 独島－歴史上国際法上の研究－」（『 国会報』 35 1964 年3 月） は同一である。「 独島領有権
の史・ 法的な研究」 は「 1962 年最高会議報掲載」 と題目に付記されているが存在しない。  

81たとえば、 梁
ヤン

泰
テ

鎮
ジン

『 独島研究文献輯』（ 景仁文化社 1998 年７ 月 ソウル） の「 韓国語 論文類」（ 29～
53 頁） では、 1950 年代まで 20 本、 1960 年代35 本、 1970 年代53 本（ う ち 1977～80 年が38 本、 1980
年代38 本、 1991 年以降50 本（ う ち 1996 年が37 本）） となっている。 前掲注(1) 『 竹島問題の起原―
戦後日韓海洋紛争史―』 終章参照。 なお、 韓国外交安保研究院の 1978 年の 44 件の研究課題の中に
「 独島周辺水域の漁撈問題」 と「 独島領有権問題」 があった（ 大韓民国外務部編刊『 韓国外交 30 
年』（  1979 年８ 月）  334 頁）。  

82この主張について筆者は、 李漢基『 韓国の領土』（ ソウル大学校出版部 1969 年10 月）（ 250 頁） が初
出と考えてきた（ 前掲註(69) 「 竹島問題に関する日韓両国政府の見解の交換について(上)」 44 頁）
が、 1966 年６ 月７ 日付『 ソウル新聞』 に「 独島に新資料 漢陽大李宗馥

イジョ ンボク

教授発見 光武４ 年官報に明示 
日本の公示より ５ 年早く 」 という 記事があり 、 この記事が正しいなら「 根拠」 の「 発見」 者は李宗馥
になる。  

83韓国外交史料館所蔵資料「 独島関連資料, 1979」（ 分類番号: 743. 11 登録番号: 26260・ 13471 制作年
度: 1979-1979 生産課： 日本担当官室） 13～32 コマ。   

84同書ではまた「 独島」 について次の説明をしている( 177 頁)。「 我が国では無人島を‛ 不毛島’ または‛  
テーソム’ と呼んだ。 しかし日本人たちは独島を‛ タケシマ’〔 竹島〕 と言って自分たちの領土だと言
い張っている。 わが国では“ テーモリ ’〔 禿頭〕 の“ テー” のよう に不毛、 無人を‛ テー’ という のだ
から‛ テー’ がテーナムの‛ テー’〔 竹〕 になって日本語の‛ タケ’〔 竹〕 に変わって、 結局禿島が日本語
で‛ タケシマ’〔 竹島〕 と書かれるよう になった。 日本人たちは我々の独島を貪欲にしつこく 自分たち
に属すると言っているが、 自分たちが呼んでいる‛ 竹島’ という 言葉自体が我が国の言葉に由来してい
ることを知って、 一日も早く そのよう な主張をやめねばならない。」 この説明にはまったく 根拠が無
く 、 同書全体の記述の信憑性をも疑わせるものである。  



「 根拠」 として登場したのである。

竹島の呼称が、「 于山島」（ 韓国のいう 竹島の古く からの呼称） ではなく 、 なぜ「 石島」 なの

かをはじめ多く の疑問が発生し、「 勅令41 号」 は竹島領有の「 根拠」 にはなりえない（ 塚本孝

「 竹島領有権をめぐる韓国政府の主張について : 政府広報資料『 韓国の美しい島、獨島』 の逐

条的検討」（ 東海大学法学部編刊『 東海法学』 52 2016 年９ 月） 91～92 頁）。 しかし、 1905 年

の島根県編入前に竹島は大韓帝国の領土であったことを示すとして、この主張は現在韓国政府

の採用する所となっている。「 勅令41 号」 だけでは竹島に対する「 国家権能の平穏かつ継続的

な表示」 の権原を欠く という 致命的な欠陥があるにせよ、 韓国にとって「 勅令41 号」 は、 朝

鮮半島にあった政府が竹島を自国の領土とし てきた証拠がないと いう 現実を忘れさせてく れ

るものであった。


